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【【【【本日の会議に付した案件】】】】    

日程第１．一般質問 

 

午前１０時００分 開議 

 

議長（西岡 正君）    皆様、おはようございます。昨日に引き続き、おそろいでご出席を

賜り、誠に御苦労さまでございます。 

    ただ今の出席議員数は定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

    本日、１名の方が傍聴いただいております。傍聴ありがとうございます。傍聴者の方に

おかれましては、傍聴中守らなければならないことを遵守していただきますことを、お願

いいたします。 

    直ちに日程に入ります。 

 

 

日程第１．一般質問 

 

議長（西岡 正君）    日程第１は、昨日に引き続き一般質問及び答弁を行います。 

    通告に基づき順次議長より指名をいたします。 

    まず、初めに 13 番、平岡きぬゑ君の発言を許可いたします。はい、どうぞ。 

 

〔13 番 平岡きぬゑ君 登壇〕 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   おはようございます。13 番議席、日本共産党の平岡きぬゑです。 

    私は、住民サービスの低下見直しを求めると、老朽空き家対策についての２件の質問を

行います。 

    まず最初に、住民サービスの低下見直しを求める件について質問を行います。 

    特定健診や税金相談会場の削減が今年度になってから報告されています。それぞれ会場

まで遠方になる町民にとってサービスの低下となります。また、高年大学の教室が統合さ

れております。さまざまなサービス低下の見直しを求めて町長の見解を伺います。 

    １点目に特定健診会場の削減について伺います。 

    ①健診会場を２会場にする本当の理由は何ですか。伺います。 

    ②健診会場までの交通手段は、さよさよサービス・江川ふれあい号の無料を提案されて

おりますが、タクシーやコミバス、健診会場行きバスなど交通手段の検討はしないのです

か。 

    ③健診会場が削減される地域関係者には事前に周知されましたか。 

    ④健診の受診率が低下しないかと危惧いたしますが、どうでしょうか。 

    ⑤健診を受けやすくすることは、町の責務だと思いますが、町民の健康づくりについて

どう考えておられるのか。基本的な点について伺います。 

    ２つ目の住民サービス低下ですが、税金相談会場の削減についてです。 

    相談会場削減案が５月議員協議会で報告されましたが、会場を削減する理由は何かを伺

います。 

    ②平成 27 年度２会場を削減し７会場にし、最終的には５会場の計画、これも住民サー

ビスの低下ではないかと思いますが、具体的な提案に対する内容説明をお願いします。 

    ３つ目の高年大学の教室の統合についてですが、①高年大学の教室を統合された理由は
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何か伺います。 

    ②平成 27 年度受講者数の実態についてですが、どのようなことになっておりますか。 

    ③参加者の交通手段支援はどのようにされておられますか。 

    以上、住民サービスの低下見直しについて伺います。よろしくご答弁お願いします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、それでは、町長、答弁願います。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    改めて、おはようございます。本日も３名の議員の方から一般質問

の通告をいただいております。それぞれお答えをさせていただきますが、よろしくお願い

いたします。 

    まず最初の平岡きぬゑ議員からのご質問に対しましてお答えをさせていただきます。 

    まず、一番最初の健診会場を統合したことについてであります。 

    集団検診について、最初に若干説明をさせていただきます。 

    町では、生活習慣病予防や、病気の早期発見に役立てるために、毎年、健康診査・がん

検診等の集団検診を実施いたしております。本年度は、７月８日から８月４日までの間で、

延べ 14 日間で実施をいたします。健康診査の対象者は、おおむね 40 歳以上の社会保険等

に加入をされていない方が対象として健診をしていただいております。 

    健診の内容は、問診、身体測定、血圧測定、尿検査、生化学検査などでございます。ま

た、胃がん、肺がん、大腸がんなどのがん検診は、佐用町にお住いの方なら、どなたでも

受診をしていただけますし、がん検診のみの受診もできます。 

    健診当日の受付はできませんので、事前申し込みをお願いをしておりまして、７月８日

から 11 日までの実施分につきましては、ほぼ予定数に達して受付を終了いたしておりま

す。 

    その後の７月 22 日から８月４日実施分につきましても、多くの方々に申込みをいただ

いておりますが、さらに受診の呼びかけを行っているところでございます。 

    それでは、平岡議員からの住民サービスの低下見直しを求めるということについてのご

質問にお答えをさせていただきます。 

    まず、１点目の特定健診会場の削減のうち、健診会場を２会場にする本当の理由は何か

ということについてでございますが、この会場を２会場にいたしました本当の理由は、１

つには、同一場所で実施することにより、受診していただける日時を増やすことにより受

診者に対しまして受診しやすくなること。このことは、これまでの受診状況を分析する中

で、健診を最寄りの会場で受診される方もおられる一方で、ご自分の都合のよい日に他の

会場で受診をされる方も非常に多くなっている状況から、会場にとらわれず、日時を選択

できるということでございます。 

    ２つ目には、佐用町内のどの地域からも、この２会場であれば来場しやすい場所である

ということでございます。 

    また、３つ目には、交通手段につきましても、徒歩・自転車で来場される方は少数で、

ほとんどの方が自家用車や家族等による送迎で来場されておりますので、駐車場も広くて

自動車での利用がしやすい場所にしたということであります。 

    次に４つ目では、この健診の期間が、どうしても夏場の健診ということになりますので、

体育館の場合、会場内の暑さが受診者の負担になっておりました。そのために冷房できる

会場で受診をしていただくように考えたわけであります。 

    以上の理由によりまして、佐用町保健センターと南光文化センターの２カ所で、それぞ
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れ７日ずつ開催をすることといたしました。 

    また、このほかの主な理由といたしまして、幕山にありました上月保健福祉センターを

閉鎖したこと、また、三日月会場では駐車スペースが極端に少なく、車で来られた皆様方

に大変不自由をおかけしていること、また、利神小学校体育館・江川体育館・三河ふれあ

いセンターにおける受診者が非常に減っていたということなどの理由もございます。 

    次に、健診会場までの交通手段は、さよさよサービス・江川ふれあい号での無料を提案

をしているが、タクシーやコミバス、健診会場行のバスなど新たな交通手段の検討はしな

いのかということについてでありますが、町内全域をカバーする交通手段、かつ、個人の

費用負担を伴わない点で、さよさよサービスと江川ふれあい号の利用を採用いたしており

ます。 

    健診バスにつきましては、過去に運行したこともございますが、利用実績がほとんどな

かったことから、採用はいたしておりません。 

    次に、会場が削減される地域関係者に事前に周知されたかのご質問でありますが、早く

からは周知はできておりませんが、４月の議員全員協議会で説明を申し上げ、先月開催の

自治会長会で周知をさせていただいたところであります。 

    次に、健診の受診率が低下しないかと危惧するがどうかのご質問でございますが、たく

さんの方に受診していただけるように防災行政無線や佐用チャンネル、文字放送等で広く

呼びかけをしているところでございます。 

    次に、健診を受けやすくすることは、町の責務だと思うが、町民の健康づくりについて

どう考えているのかとのご質問でございますが、町では、毎年約 2,000 人の方々が特定健

康診査を受けておられます。町民の方が、特定健康診査を受けやすくするための一つとし

て会場を２カ所に集約をし、日時等による選択肢を増やすことで受診をしやすくしたいと

いうふうに考えております。 

    この特定健康診査は、生活習慣病を見直す手段として行っており、その結果により一人

一人の状態にあった特定保健指導を行っておりますので、町民の皆様は自分の健康管理の

ために一人でも多くの方に受診をしていただきたいと考えております。 

    町民の健康づくりについては、国の健康増進法に基づき、平成 18 年度に健康さよう 21

佐用町健康増進計画を策定をし、一次予防の重視や健康づくり支援のための環境整備、さ

らには町の健康施策・地域の特色を生かしたまちづくりを展開してまいりました。今年度

は、この計画の評価と見直しを行い平成 28 年度からの第２次佐用町健康増進計画を策定

する準備を進めております。 

    町としましては、地域の実情に応じ、町の特徴・課題を設定し、また事業の目標を重点

に置いた新たな指針を示した新佐用町健康増進計画の策定を考えておりまして、今後にお

きましても町民の健康づくりに努めてまいりたいと思っております。 

    次に２点目の税金相談会場の削減についてお答えをさせていただきます。 

    所得税確定申告等相談会場の削減の件につきましては、既に５月の全議員協議会並びに

自治会長会においてご説明を申し上げてきたところでございますが、所得税確定申告等相

談業務につきましては、平成 26 年度も２月 16 日から３月 16 日までの期間中に、22 日間

にわたって町内９会場で実施をしたところでございます。 

    申告相談業務に関しましては、税務課職員をはじめ他の課から多くの応援職員を動員し

て実施をしております。 

    平成 26 年度は、税務課職員が 11 名で延べ 165 名、応援職員が 55 名で延べ 151 名、合

計で 66 名、延べ 316 名の４班体制で実施をいたしましたが、近年、税制度も複雑となり、

相談内容も多岐にわたっており、応援職員が簡単に対応できるものではなくなってきてお

ります。応援職員についても各々の業務があり、申告相談業務が大きな負担となっており、
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住民の皆様にご迷惑をおかけするような事態が発生することも考えられます。 

    また、申告相談システムのネットワークがつながっていない会場もありまして、ノート

パソコン サーバーを持参して対応を行っておりますが、システムトラブルが発生しやすく、

本年も平福会場でトラブルが発生をし、ご迷惑をおかけしたところでございます。 

    合併後、職員数を削減してきた中で、現状の申告者数や相談内容の質を維持しながら実

施するには、より効率的かつ効果的な実施方法に改善をしていかなければなりません。 

    平成 26 年分の申告相談では、１日当たりの相談者数が、最も少ない会場では 18 名で、

30 名以下が２会場で延べ８日間ございました。職員一人当たり６名から９名の方に応対を

したということになります。 

    一方、町全域を対象に、さよう文化情報センターで実施した申告相談では、６日間で 657

名、職員一人当たり約 15 名の方の相談を受けております。 

    申告相談会場を集約し、出役する班体制を削減し、１班当たりの出役職員を増員するこ

とで、より効率的に実施していきたいというふうに考えたところであります。 

    また、班体制を削減することにより、１会場当たりの出役職員を６名から８名程度に増

員することができ、より効率的かつ効果的に実施をし、相談時間の短縮など住民サービス

の低下をきたさないよう努めてまいりたいと思っております。 

    最後に、３点目の高年大学の教室の統合についてのご質問にお答えをさせていただきま

す。 

    まず１点目の高年大学の教室を統合した理由は何かについてでございますが、佐用町高

年大学は、概ね 60 歳以上の方を対象に、幅広い学習の場を提唱することによって、教養

を高め、自らが生きがいのある充実した生活を築き上げるとともに、人と人とのふれあい

を深め、積極的な社会参加を通して豊かな地域づくりの指導的役割を果たしていただくこ

とを意図して開設をいたしております。 

    平成 26 年度までは、旧町単位に教室を設け、生涯学習課と各支所で一般教養講座の運

営を行ってまいりましたが、年々各教室での一般教養講座の参加者数が減少をしてまいり

ました。 

    佐用教室開催の一般教養講座は毎月 200 名前後が出席をされておりましたが、支所開催

の教室の参加者は 50 名から 30 名前後、少ない時は 10 名前後という回もございました。 

    この教室の人数格差の問題について、高年大学学生の代表者の方と担当者が、これまで、

たびたび協議を重ねてきたところでありますが、学生の方のご意見を伺うと、少ない人数

で４教室分かれて受講するよりも、せっかく合併したのだから１つの会場で大勢の学生の

方々とにぎやかに学びたいという、多くの方との交流を求められているご意見を受けて、

平成 23 年度に４教室合同講座をさよう文化情報センターで開催をしたところでございま

す。 

    交通手段については、姫新線利用促進の助成事業を利用していただいたり、また、さよ

さよサービス等の御利用をいただいて佐用教室以外の学生の方々にも好評であったため、

平成 24 年度からは、佐用と上月、南光と三日月の２教室合同開催や、４教室合同開催を

実施し、25 年度、26 年度と合同開催日を増やし、学生の方々に周知を図りながら少しず

つ統合に向けて進めてまいったところでございます。 

    ４教室を１つに統合することにより、一般教養講座の内容が統一をされ、佐用町高年大

学として一同が学習の場を共有し、一貫した学習が提供できるメリットもございます。高

年大学での学びを通じて、各学生が地域社会の構成員として積極的な役割を果たしていた

だき、知識・経験を地域へ還元できるような事業展望を考えており、そのためには統一し

た学習の場の提供が必要であるといえます。統合されたことによって新たな仲間と出会い、

生きがいと交流の輪が広がり、さらなる活発な学習活動が展開されることを期待をしてい
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るところでございます。 

    なお、陶芸、書道、盆栽等の専門講座と囲碁等のクラブ活動は、会場確保ができないた

め従来の会場において実施をいたしております。教室統合によって、旧町の人脈の枠を超

えて交流が広がり、新たなグループの講座に参加される方も増えてきております。今後も

効果的な学びの場の提供に努めてまいりたいと考えております。 

    次に、平成 27 年度受講者数の実態はどうかということについてでございますが、４月

現在での学生数は 580 名でございます。平成 20 年度の学生数が 967 名でしたが、年々減

少し、平成 26 年度の学生数が 682 名となっておりました。今年度は昨年度と比べて、102

名の減少となっております。これは一般講座の統合の影響もあるかもしれませんが、60 代

前半の比較的若い年齢層の新規入学者が少ないことと、長く高年大学に在籍をされておら

れた方々も高齢となられ体調不良などの理由により出席ができなくなられたことが主な要

因であると考えております。 

    今後も学びの場、学習機会の提供とその充実を目指すとともに、統合によって新しい仲

間づくりや学生による主体的な学習活動が促進されることを期待をし、魅力的な高年大学

の運営と入学希望者の増員を図りたいというふうに考えております。 

    最後に、参加者の交通手段支援はどうなっているかということについてでございますが、

これまでも高年大学の学生の方々は姫新線の利用促進事業やさよさよサービスやコミバス、

タクシー券などを利用されておりますので、一般教養講座統合による新たな交通手段の支

援策は特に考えてはおりません。 

    生涯学習の役割は、町民一人一人が持つ可能性を発掘し、地域に貢献するひとづくり、

自己実現による豊かな暮らしや、出会いによる生きがいづくりの実現でございます。その

実現に向け行政は、町民の方が必要に応じて、自分に適した手段や方法を選択をし、生涯

を通じて学習できる機会や情報提供を行っております。 

    ご希望に全てお応えできかねますが、今後も町民の皆様の学ぶ意欲を尊重して、学びを

通した創意工夫を支援しながら、より効果的な機会の場の提供、そして、その充実に努め

てまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

    以上、ご質問に対するこの場での答弁とさせていただきます。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   お答えいただいた件に、順番に再質問させていただきます。 

    まず最初に、集団検診、特定健診の関係なんですけれど、今年、予算の時もそうでした

けれど、ちょうど合併して 10 年目ということで、住民サービスがどのようになったかと

いう点について、特に注意を払って聞きたいんですけれど、健診については、２会場にす

る理由について、４点にわたって説明がされたんですけれど、これらは、特に町の都合と

いうか、事情でやられている内容だと思うんですけれど、健診を受ける住民の側からの意

見というのは、この今までやられていた会場を２会場にしていく中で、周知のあり方につ

いて、先ほど、答弁がありましたけれど、全員協議会で報告した。また、自治会でも周知

したと言われたんですけれど、その周知は事前ではないです。結果報告ですから。 

    先ほど、回答がありました高年大学の教室を順次、27 年度に向けて教室を統合していく

というか、そのあり方と比べて、先ほどの回答を比べてみて特に思ったんですけれど、そ

の参加するというか、まあ高年大学は特定されて、申し込みされてしているわけだからあ

れなんですけど、健診も受けられる住民の人の意見を十分聞いて、そして会場を変更して
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いく。必要であれば、変更していく。そういう手立てが必要ではなかったかと思うんです

けれど、周知のあり方については、町は、それでよかったと思っておられるんですか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、お答えください。 

 

町長（庵逧典章君）    よかったとか、悪かったとかという答えはできませんけれども、高

年大学が、今、お話しのように自分たちの学生が、自ら学ぶという中で、どう考えるかと

いうことなので、そういうお話しも以前から学生の方々と一緒に話ができる機会があるわ

けですね。 

    ですから、あと健診については、これは町行政として、こうした町民の皆さんの健康増

進のために、そうした機会をずっとつくる。今、その中で、先ほど申しました理由によっ

て、これはやはり、これも長年ずっとやってきた中で、各毎年、そういう問題点というの

は、これは明らかになってきたわけです。そういう中で、さらに充実した健診を、これか

ら皆さんに健診機会を提供していくということの中で判断をしていったわけでありまして、

これは、実際に今後、健診をしていただく方に、健診をしていただいて、理解をしていた

だくという形でしかないんじゃないかなというふうに思っております。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   町が健康 21 ですか、それの計画に基づいてということなんですけ

れども、健診に当たっては、特定健診の計画書の中で、第二期特定健診ですけれど、受診

されていない方に対するアンケートなどもとられて、健診を、健診率上げるために努力を

されているんですけれど、その 24 ページで示されている、その受診向上のためのアンケ

ート結果なんかに出ているものとしては、健診時間の短縮であるとか、健診項目の充実。

また、最寄の会場であるとか、周知方法の改善、こういう受診しない、されてない方の回

答が列記されているんですね。あと、健診会場の送迎も年配になると高くなっているとい

うことで、受診率を上げるための方法として、こういう課題を住民から意見を聞いている

からということを、町が発表されているんですね。 

    それからいくと、今回の会場が、いきなり結果だけ報告するというやり方が、私は、重

大問題だと思うんです。 

    いいから。町が、これまで理由を示された内容については、従来の健診の中で課題があ

ったから。だから、こういうふうにしたんだという結果を押し付けるやり方ではないんで

すか。そのやり方が重大問題だと言っているんでね。その点は、どうですか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、お答えください。 

 

町長（庵逧典章君）    健診がしやすいようにと、また、健診していただく方が、これまで

の健診していただく実態という、行ってきた中で、課題があった。それをなくすことによ

って、健診をしやすいようにということで考えて、こういう会場を２会場にしております。 
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    健康を守る。この受診をしていただくということは、これは少なくとも、これはまず最

初に自らの健康について、これは、それぞれの方が、いろいろな形で自分の健康について

は、一番関心を持って、いろんな病院にかかったり、また、それぞれ、いろんな運動をし

たり、いろいろな形で健康に注意を払っておられています。 

    そういう意味で、自ら、そういうところ、そういう皆さんの機会に応えれるような、町

としては体制をつくらなきゃいけないということであります。 

    ですから、今回の２会場にさせていただいても、それは、会場において、ほとんどの方

が車で来られておりますし、また、さよさよサービスとか、タクシーの利用券、こういう

ものも、これまでにも使われております。 

    先ほど言いましたように、これまでの結果を見ても、歩いて来られるのは、そりゃ周辺

の近くの方は、そういう方が何人かいらっしゃるわけですけれども、どこの会場において

も、そうした実態の中で、今回の会場、駐車場も広くて、夏場、体育館で蒸し風呂のよう

な中で健診をしていただいていたというような場所、ところはなくなります。 

    ですから、これまでも受診される方も、そういうところだから、やっぱり行きにくいし、

嫌だということで、体育館、利神の体育館でありますとか、江川の体育館、こういうとこ

ろでは受けずに、この会場を佐用のほうへ来られるというようなことも、実態としてあり

ましたから、そういうところを、やっぱり行政として幅広く見て、総合的に考えて、皆さ

んに提供していくということで進めておりますので、私は、町民の皆さんのご理解はいた

だけるものと思っております。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   健診会場は、どこで受けてもいいといことで周知されておりますか

ら、住民の方が、自分の行きやすいところに行くというのは、選択があってのことで、頭

から２会場しかだめだというのは、町の一方的なやり方ですよね。 

    で、今言われたような、今回、会場が減らされる。減らされていた地域の方は、昨年度

の実績で、町が発表している人数で、むしろ削減された会場の受診者のほうが多いんです

よね。人数的に、そういうような実態もありますから、ですから、町の都合でしか、何か、

住民の人にとって周知も不十分ですし、いきなり会場もそういう形で、いいから決めたん

だというやり方は問題です。 

    これからも健診会場だけではなくて、そういうやり方をすることは、ぜひ見直してほし

いと思います。 

    それで、会場行きの手段、交通手段についてですけれど、さよさよサービス、それから

江川ふれあい号について提案されているんですけれど、今年、その交通手段については、

利用料を無料にしていくということで、申し込み状況などは、もう既に予約も入っている

かと思うんですけれど、どういう状況なのか伺いたいのと、それから、交通手段として、

町が、そういうふうによかれと思ってやっていることなんだから、コミバスであるとか、

健診会場で全ての地域をカバーするからさよさよと、江川に限定したということではなし

に、それぞれが住んでいるところで、人たちが利用できるコミバス。それから、さらには

健診会場行きのバスなども、かつて実施したんだというふうに言われましたけれど、そう

いうことは、この会場を減らしていく時には検討をされたのかどうか。その点を、もう一

度伺います。 
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議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  ただ今の受診状況でございますけれども、今現在、今、おっしゃっ

ております、さよさよとかの交通手段をご希望されている方は、期間通して 30 名申し出

ていただいております。 

    既に、７月８日からの分については、受付を締め切っておりますけれども、その中では

８名の方が。それ以降の日程の中で、合わせて 30 名という状況でございます。 

    また、状況といたしまして、６月９日現在で取りまとめた結果は、約 1,750 名の方から

申し込みをいただいております。そういった状況で、さらに締め切りが来週にやってまい

りますので、呼びかけているところでございます。 

    それから、バスの件につきましては、前の議会でしたでしょうか、お話があったと思い

ますけれども、その時にも説明がありましたように、これまでにも平成 20 年頃でありま

すでしょうか、特定健診の際に、バスを運行したこともございます。ただ、やはり利用さ

れる側からして、やはり定時運行というんでしょうか、決まった時間でお迎えに行って、

帰る時には、また、ある程度、まとまってお送りするといった、そういった、どうしても

運行形態になってまいりますので、なかなかご利用される方がなかった。ほとんどなかっ

たというのが実際の現状でございます。 

    そういった意味で、定時運行という形で、あるいは集団で運行というんじゃなしに、わ

りと自由に、そういう運行がしていただけますような、さよさよサービスであったり、ま

た、江川ふれあい号であったほうが、皆さんにとっても非常に利便性もいいんじゃないか

というふうに考えているところでございます。 

    また、タクシーにつきましては、本来の利用者の方が、原則として 65 歳以上の交通手

段のない方に限っております。障害者の方とかいうこともございますけれども、そういっ

た中でいきますと、やはりその中の特定の人だけということになりますし、それと合わせ

て、基本的には費用の２分の１というんですか、あるいは個人負担が発生してくる分が、

基本ルールになっておりますので、そういった中で、いろいろと総合的に判断する中で、

さよさよサービス等の無料券を出すということで、全町をカバーできるという、そういう

結論に至ったわけでございます。以上でございます。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   その交通手段の中で、さよさよサービスだけが 30 人なんですか。

江川ふれあい号の希望者はなかったんでしょうか。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）   今現在、把握しておりますのは、さよさよサービスだけでござい
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ます。７月 22 日以降の細かいとこについては、わからないんですけれども、ほとんどが、

さよさよサービスの申し込みというふうに聞いております。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   江川ふれあい号が江川地域しか走ってないので、江川の方は、そこ

へ行く手段としては、自分で行くということですね。さよさよを利用するんですか。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  交通手段として江川地域は江川のふれあい号のほうが対応させてい

ただいております。さよさよサービスをご利用になることはありません。 

    ただ、申し込みの状況として、江川ふれあい号の申し込みがあるかどうかいうのは、ち

ょっと、今、30 名の中に何人あるかというとこについては、把握しておりません。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   それと、受診率についてなんですけれど、会場が変更することによ

って、受診率は、従来と同じようにできるんだということなんですけれど、受診率につい

ては、特定健診の状況を 19 ページか 20 ページ、また、23 ページにわたって、ずっと受

診率向上に向けた取り組みをしていくということで、町の計画があるんですけれど、かつ

て受診目標については、30 ページから受診率、今回、二期の場合は、５年間ですか、平成

29 年度までの間の計画の中で、なぜか一期は目標が 65 パーセント受診目標あったのが、

二期は 60 パーセントに減らしているというのは、ちょっと、この質問を準備する中で気

がついたとこなんですけど、受診率を落としている状況があるんですけれど、受診目標を

つけてやっていく中で、国民健康保険に対して、その受診率が一定程度ないと、いわゆる

ペナルティーがあるというふうに説明を受けたこともあったんですが、これの計画書によ

ると、後期高齢者支援金の加算・減額措置が講じられる見込みとか、減らされるという意

味ですからあれなんですけど、そういう点については、受診率のあり方については、どん

なふうになっていますか。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  議員がおっしゃいますように、第二期の特定健康診査等の実施計画

の中では、目標年次 29 年度 60 パーセントというところで目標数値のほうが設定されてい

るところでございます。この点につきましては、国のほうの全体の中の計画の中で１つの

目標数値というものが示された中で、それに沿うような形で佐用町も、そういう同じよう
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な数値を設定しているというところでございます。 

    今、おっしゃいましたペナルティーがあるというような話も実際には聞いております。

ただ、具体的に、それがどうこうということについては、今は、資料は持ち合わせており

ませんので、わかりません。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   国の計画に対するペナルティーについて、資料がないので、具体的

な答弁はないかもしれないんですけど、あるのかないのか。ペナルティーがあるのかない

のか。今の佐用町の実態で、それだけ答えてください。 

 

〔住民課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、住民課長。 

 

住民課長（岡本隆文君）  私のほうは、そのことについて、特に話としては把握しておりませ

ん。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   それと、健診のことについて、先ほど、国民健康保険のかかわりも

言ったんですけれど、国保で、国民健康保険料が高くなるということで、もちろん国のほ

の補助のあり方が問題なんだけど、医療費が圧倒的に国民健康保険の支出は、約８割が医

療費で占められるということで、その医療費を軽減するいうことで、先ほど、町長が最初

に述べられてた健診の目的、目標は、健康であれば医療費も削減できるんだという、そう

いうことにつながると思うんですけれど、病気の予防と早期発見に欠かすことができない

という、そういうことで、健診について、住民にもっともっと周知していくということで、

合併後は佐用町１本でやっているんですけれど、旧町時代には、町民に対する健康づくり

というか、住民意識を高めるために、年に１回、旧町、私の南光だったんですけれど、健

康まつりを２月 11 日にやって自分たちの健康を守ろうということで、そういう取り組み

が、ずっと継続して取り組まれてきました。そういった取り組みも、改めて、かつてそう

いうことを取り組んできたという経過なんかも振り返って周知していくいうのは重要じゃ

ないかと思うんですけれど、そういった点では、どう考えておられますか。 

    計画をつくる上で、私は必要だと思うんですけれど、いかがですか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    健診の目的というのは、日頃から自ら自分の体の健康状態をしっか

りと把握して、それが、いわゆる病気にならないように、事前に予防していくということ
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なんですね。 

    ただ、もう１つ佐用町の国民健康保険加入者なんかの、この健診に対する受診率が低い

ということの見方として、分析しなきゃいけないんですけれども、片方で、非常に佐用町

の場合、医療給付、病院にかかっておられる医療費というのが高いんですね。率が。それ

は、多くの方が、当然、何らかの病院で、いろいろと既に治療を受けられているとか、毎

月のように１つの持病のために病院に行って、ここで健診で行うのと同じような血圧であ

りますとか、血液検査でありますとか、そういうことも受けられている実態はあると思う

んですね。 

    だから、そういう病院に通っておられる、受診されている方は、そこでは診ていただい

ているので、わざわざ同じようなものとしての健診を受ける必要はないということで来ら

れてないというところも、かなりあるのではないかなと、そういうふうに思います。 

    やはり、これは健診を受けるということの目的、これは、自らのやっぱり健康というこ

とを自らがやっぱりちゃんと常に自分のこととして、しっかりと捉えていかなきゃいけな

いということが、前提に全てあると思います。 

    ですから、やっぱりそれは、日頃の毎日の生活の中で、きちっと食事をして、そして、

健康を、体調を整えていくということ。だから、これは、そういうことで町としても、今、

食育ですね、この食育というのは、子供たちへの食育ということを、よく言われますけど

も、本当に全員、今、改めて、もう一度、この食ということについて、しっかりと考え直

していかなきゃいけない。そのことを町民の健康づくりのもとにしていかなきゃいかんの

んじゃないかなというふうに思っております。 

    健康まつりとか、いろんなイベント的なことはやってきましたけども、なかなか、そこ

に参加していただける方というのは少ないということの中で、今、ケーブルテレビ、佐用

チャンネルというようなものも新しくできました。それから、広報、そういう中で、今、

栄養士も食べ物、ただ、カロリーを減らしたり、運動をするということを言うだけではな

くて、どういう物を、どういうふうにきちっと食べていく。そうすることによって、糖尿

病の予防であるとか、メタボの予防になってきますよというようなことを、講座としてや

っていかないかん。 

    これは、私は、例えば、先ほど、今回も出ました高年大学の中で皆さんにもお話をする

とか、当然、子供たち、学校でも教育としての食育もするとか、広報等でも保健師が一生

懸命健康講座みたいなものも書いてくれてますけれども、そういうものもしっかりと読ん

でいただけるようにしていくとかということ、そういうことに努力しているわけです。 

    今回、栄養士と副町長が出て、栄養講座、食育をするんやね。そういうこともみんなで

見ていただけるように、そこに出演、出て、やろうということも考えています。そういう

ことであれば、私も町民の皆さんに、そういうことを呼びかけていくというようなところ

へも出る、それはやぶさかではないなと思っております。 

    やっぱり、まず、そういう基礎的なことをしっかりとやっていかないといかんなという

ふうに、今、思っているところであります。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   健診会場の削減については、また、元に戻りますけれど、町の事情

で、町民に対して、これがよかれと思ってやっていることとは言え、町の立場から言うと

ですよ。ただ、住民にとっては選択する場所が減ったいうこと。 
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    それから、会場までは、ほとんどが自分で行けると言われますけどね、遠方で、単純に

合併したら、やっぱり真ん中はいいわなと、そういうことを皆さん言われるんです。こう

いう事態が起きることでね。やっぱりサービスの低下ということは事実なので、そういう

会場の手段についても、もっと丁寧にきめ細かくすべきですし、これからも見直しをして、

住民が１人でも多く参加できるように、お医者さんにかかっているから、もうこの際いい

わというような人が増えないように、ちゃんと１年に１回は健診が受けられるように、そ

ういう方向でやってほしいと思います。 

    で、健診会場については、それぐらいで、税金相談会場の削減なんですけれど、これも

先ほどの理由、幾つか述べられましたけれど、高年大学の前に回答された分ですね。これ

は、自治会にも、今からするよということで周知しましたということ、これは事後報告で

はないという点では、先ほどの健診会場のものとは、また、性格が違うわけですが、ただ、

理由として、税制度が複雑で職員にとって、班体制を組んで、応援体制になっている職員

にとって負担になっているんだと。住民に対して迷惑かけてはいけないからということや、

それから会場で、そのネットワークが不備だと言われたんですけれど、平福であるとか、

それから江川地域の会場がそれに当たる。平福の会場いうことで、具体的に言われたんで

すけれど、平福の会場などは、その税金の相談会場だけにとどまらず、地域では、防災の

時などには、避難所になったりする会場ではないかと思うんですけれど、そういうところ

で、ネットワークの設備ができてないというのであれば、この際、ちゃんと整備していく

とか、その税金の相談だけにとどまらず、会場をちゃんと活用していく上で、不備があれ

ば、そういうところは直していかなければいけないんじゃないかと、私は、今のご回答の

中で思ったんですが、そのへんは、どうですか。 

 

〔税務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、税務課長。 

 

税務課長（加藤逸生君）  平福会場の件でございますけれども、ネットワークが不備というの

は、税の申告のネットワークができていないということで、普通のインターネットとか、

そういったものの情報系については、整備されておりますので、それと、同じ系統でネッ

トワークを組んでいるわけではございませんので、そういった意味で不備ということでご

ざいます。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   はい、わかりました。 

    あと、交通手段、高年大学の関係ですけれど、自主的に参加される高年大学ですから、

それぞれ受講者の方の努力でということなんですけれど、従来、町のほうで交通手段とし

て送迎用のバスを走らせていた経過もあるんですね。そういった点では、利用していた人

たちが、それを利用して参加していた人たちが、私は、参加できなくなったということで、

いわゆる周辺地域の参加者ですけれど、高年大学もやっぱり中心部の行きやすい地域に、

住居がある人にとっては便利かもしれないけれど、１人でも多く、どこに住んでいても同

じサービスが受けられるようにという点では、交通手段のあり方について、支援が後退し

ていったんではないかというふうに具体的に聞いておりますけれど、その点は、どうです
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か。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔生涯学習課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、生涯学習課長。 

 

生涯学習課長（服部憲靖君）  その点に関しましても統合する前の平成 25 年に各教室の代表

の方にお集まりいただいて協議していただいた中で、そういった話も出ておりました。 

    議員言われました、運行していたバスにつきましては、町内で１地域でございました。

この度、統合するということに向かってお話し合いをしていただいた中で、１カ所に、そ

ういったサービスをすると、全てにサービスしなければならないというような点も話題に

上がった中で、そういったことの中で運行ができなくなりますという旨も十分話させてい

ただいて、代表の方と協議をさせていただいております。 

    代表の方は、それぞれの４教室に帰られて、そこで参加されている皆さんにご説明して

いただいて、今日の統合に至っております。 

    人数的なものにつきましては、平成 26 年度のだいたいの平均ですけれども、運行して

いた地域における参加者の利用数につきまして、約６人から７人、これは平均値ですけど、

そういったふうに聞いております。 

    その地域におきましては、コミバスの走っている地域でございます。また、さよさよサ

ービスの提供もさせていただいている地域でございますので、26 年度の参加者のご利用の

人数であれば、十分賄えるというふうに判断しております。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   聞き漏らしていることがあるかもしれないんですけれど、１点目の

住民サービス低下については以上にします。 

    それでは、次に２項目め、老朽空き家対策について伺います。 

    長年放置され倒壊などの恐れがある老朽空き家対策の対応について伺います。 

    ①自治会などからの苦情対応の状況は。お示しください。 

    ②所有者に撤去費用を補助する制度を導入する自治体があります。町で制度導入の考え

はありませんか。 

    ③国の特別措置法では、勧告を受けた物件の固定資産税の優遇措置が外されることで所

有者の方の負担が大きくなります。町の固定資産税への対応、軽減ですけれど、どう考え

ておられるのか。よろしくお願いいたします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、それでは町長、答弁願います。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは２点目の老朽空き家対策についてのご質問にお答えをさせ

ていただきます。 
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    ご質問は短い内容になるんですけれども、お答えするほうは、かなりいろんな複雑なこ

とでお答えをしなきゃいけないので、ちょっと長くなりますけれども、よろしくお願いい

たします。 

    まず１点目の自治会などからの苦情対応の状況についてはのご質問でございますが、自

治会などから長年放置され倒壊などの恐れがある危険な空き家についての相談があった場

合には、企画防災課において自治会長さんや近隣にお住まいの方から事情を聞くなどして

現地の確認を行い、所有者の特定や連絡先などの調査を行わせて、調査の内容に基づき、

役場内の総務課や建設課、商工観光課など関係課を招集して対応を協議させております。 

    周辺の道路や水路に瓦や壁が落下して危険だと判断した場合、早急に所有者の方に適切

な管理をお願いするとともに、担当課においてバリケードや看板の設置などの緊急措置を

取らせております。 

    危険な空き家であっても、これは個人の財産であり、行政が直接、除却や修繕をするこ

とが困難であるため、自治会や近隣の住民の皆さんにも協力をしていただいて、所有者の

特定を行い、家屋の状態などを連絡して、危険な部分の修繕や除却の要請などを行ってい

る状況でございます。 

    平成 22 年以降、直接、間接的に町に対して対策の要望のあった危険空き家の件数は９

件でございます。 

    そのうち、石井地区、久崎地区、徳久地区及び三日月地区の５件については、町がバリ

ケードの設置などの危険回避措置を行った後に、町と自治会の働きかけに応じて所有者に

よって除却が完了をいたしております。 

    また、平福地区や上月地区の物件については、当面倒壊の危険性は低いと思われますが、

周辺の安全性を確保しながら、瓦が落下した場合などは自治会と協力して除去を行いなが

ら所有者に適切な管理をお願いしているところでございます。 

    なお、幕山地区や三日月地区の物件等、その他の事案については、関係各課で協議をい

たしましたが、当面、倒壊等の危険性は低いと思われるため、現在のところその様子を見

ているところでございます。 

    町が関与していない事例でありますが、先日も徳久地区で自治会と町外在住の空き家の

所有者が連携を取り、除却された実例もございますように、空き家対策は所有者の責任で

あるのが大原則ではございますが、所有者と自治会、町など関係者が連携を取ることが必

要だと考えております。 

    次に２点目の所有者に撤去費用を補助する制度を導入する自治体があるが、町で制度導

入の考えはないかとのご質問でございますが、今年の５月 26 日には国会において空き家

等対策推進特別措置法の関連規定が施行されたところでございます。また、兵庫県におい

ても老朽空き家除却支援事業を創設しており、県下の市町においても除却補助事業に取り

組むため条例化の実施または検討しているというふうに聞いております。 

    先般もこの法律の施行によりまして、担当者が招集され、大阪で説明会を受けて来てお

りますけれども、国の空き家等対策推進特別措置法の基本的な考え方においては、空き家

等の所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提となっており、市町村は地域

の実情に応じて地域活性化等の観点から空き家等の有効活用を図る一方、周辺の生活環境

に悪影響を及ぼす空き家等について所要の措置を講じるとしております。また市町村の役

割として、関係内部部局間の連携、必要に応じた協議会の組織、相談体制の整備等による

実施体制の整備にまず着手をし、空き家等対策計画の作成を行い、空き家及びその跡地の

活用方策についても合わせて検討するとしております。 

    また地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となる恐れのある状態、または著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行
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われていないことにより著しく景観が損なわれている状態、その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる特定空き家については、

必要に応じて立ち入り調査を行なうことができるとし、行政代執行ができるということも

規定がされております。 

    この法律をみると、これまで町が行ってきた関係各課による情報共有や所有者に対する

指導、空き家バンクの登録などが明確に定められたものであり、これまで町が取り組んで

きたことを、引き続き粘り強く続けていくことが、まずは大切だと考えております。 

    また、兵庫県下では平成 26 年度末現在、９市町が助成制度を制定し、佐用町を含めた

19 市町が今後制定を検討しているということでございます。 

    この助成制度については、所有者負担の問題などから、26 年度中に事業化になった事案

は県下では丹波市と淡路市における災害特例の 15 件のみとなっており、その他では、ま

だ実施例がありません。今後さらに研究を進めていかなければならないと思います。 

    次に３点目の国の特別措置法では、勧告を受けた物件の固定資産税の優遇措置が外され

ることで所有者負担が大きくなる。町の固定資産税への対応はどう考えているのかという

ことでありますが、土地に対する固定資産税の課税では、住宅用地に対する課税標準額の

特例措置として、小規模住宅用地と一般住宅用地の特例がございます。 

    小規模住宅用地は、200 平方メートルまでの住宅用地で、その課税標準額は、価格の６

分の１の額になります。また、一般住宅用地は、小規模住宅用地の 200 平方メートルを超

える部分について、家屋の床面積の 10 倍までを限度に課税標準額を価格の３分の１とす

る特例でございます。 

    本年５月 26 日から空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されましたが、これに

伴い地方税法第 349 条の３の２第１項が改正をされ、市町村長が特定空家等の所有者に対

して除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をと

ることを勧告した場合は、住宅用地特例の対象から除外されることとなりましたので、税

制上、そういう勧告がされれば適切に対応をしていきたいと考えております。 

    以上、ご質問に対するこの場での答弁とさせていただきます。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   １項目めの自治会からの苦情対応については、既に苦情がある都度、

現地におもむき、現地を見て、そして担当課内でいろいろ調整をしているというか、相談

をしているということなんですけれど、それで、対応もされたということですけれど、平

福と上月地区については、倒壊の危険性がないので、協力して管理をお願いしているとい

う回答があったかと思うんですが、その回答の分なんです。 

    特に平福地域の景観のいい、あの場所のところで、そういった事例があるということで、

町の関係では、今の時点では、何も手立てと言ったらあれですけれど、地域で管理してく

ださいというか、その所有者の人にお願いしているという、その域から出ていないと思う

んですけれど、今から、考える町の条例で、そういった点も対応ができるようにというこ

とで、解体費用であるとか、そういったことについて、姫路市の制度の紹介が最近もあっ

たんですけれど、佐用町で条例化していく、検討している中で、そういった新たに助成し

ていくような制度も考えて、取り入れていこうということも検討されているんですか。ち

ょっと、伺います。 
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議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    国の法律がこうして制定された中で、そうした危険空き家として、

特定空き家として認定をして、勧告をしたりすれば、その空き家に対しての撤去費用、こ

れについては、国が３分の１、県が６分の１、市町村がまた６分の１、所有者は３分の１

というような費用負担、分担で対応はできるということになるということが基本的に示さ

れております。 

    これを適用しようとすれば、当然、町も条例化をしなければなりません。 

    ただ、１つは費用負担の中、費用の中で、まず私は、撤去する費用負担、幾ら３分の１

でも、例えば町が６分の１でも、元の撤去費用が大きくなれば、非常に額が大きな費用負

担になります。町としては、１つは、そういう撤去して出てきた廃材、瓦とか壁土とか、

そういうものを産業廃棄物として処理するということが、非常にたくさんの費用がかかり

ます。そのために現在、既に、ほかの町では、多分あまりないと思うんですけれども、町

では今、最終、そうした処分場での受け入れ、これを許可させていただいておるわけです。 

    こういうことで、総額費用を少しでも軽減をしようということを努めております。 

    ただ、あと、こういうふうに危険空き家として認定をする。特定空き家とするという手

続ですね。これは、まだ、町内ご存じのように 500 軒も 600 軒も幾らでも増えています。

それが、じゃあ今、お話しのように平福の町の中にあるから、それは、そうした支援をし

ますよと。じゃあ、少し離れたところにあるところは、周辺に対する危険はないから、も

う対象ではありませんよと、こういうことになると所有者にとっては、非常に不公平にな

るわけですね。 

    それから、それを危険空き家として認定をするというのか、誰が判断をするかという問

題ですね。これは、協議会をつくってとか、そこで審議会して、そこで審議をするとかと

いうことになろうかと思うんですけれども、そういう行政上の非常に難しい手続きがある

ということと、この法律でも前提としては、個人の責任ですよということが、まず前提に

あるわけです。 

    だから、まずは、その所有者、相続者、それぞれ所有者に対して、いわゆる行政指導で

すね、どこまで行政指導をしていくか。ただ、それについては、地域の皆さんも地域の支

援の中で対象者の方々にも一緒に働きかけていただかなければ、なかなか行政だけの一方

的な通知だけでは対処していただけないというのが実態です。そういう意味で、こうした

自治会、近隣の方々の協力の中で、連携の中で対処していく。 

    そして、それでもなおかつという時に、行政指導。その行政指導も、最終的には先ほど

言ったような措置も伴うということになれば、いろいろな手続きをしていかなきゃいけな

い。そういう状況の中で、県もああした条例をつくられましたけれども、実際に、どこで

も困っておられるとこ、たくさんあると思うんですけれども、これの対象になった、これ

によって実施されたものというのは、逆にないということ。現在のところないという状況

があるわけです。 

    そういうことで、これから条例をつくるという、そういう制度をつくっていくというこ

とは、当然、これから必要なんですけれども、これに対しては、相当いろいろな意味で、

総合的に、いろいろな面から検討してつくっていかなきゃいけないだろうというふうに思

っております。 
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〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   ここの質問では、危険空き家ということで質問しているんですけれ

ど、町の住宅政策については、総合計画見る限りでは、公営住宅の整備とか、宅地分譲事

業とか、住宅環境の整備については、わずか言うたらあれですけれど、町全体のまちづく

り計画の中でも重点、重きを置かれた内容になってないんでないかなと、改めて計画を見

直したんですけれど、その佐用町として合併後、住宅の政策というか、今、指摘、国のほ

うも法律を新たに変えたりした老朽化した空き家もどんどん増えてきていく中で、持ち家

の政策の中で、そういう課題が、これからも、もっともっと増えていくんですけれど、そ

ういう町の住宅のあり方、これを考えていく上で、町長も先ほどから、総合的にいろいろ

と考えて、そういった条例をつくるためにも考えたいんだということなので、住宅に限っ

た計画というのはないと思うんですけれど、旧町のんは、私も持っているので、そこには、

町の住宅をどんなふうにしていくか。空き家については、これから増えるだろうから、ど

のようにしたらいいかという、いわゆる総合的な計画が盛られているんですね。 

    かなり前なんですけれど、合併前に、それぞれ旧町でつくられていたと思うんですけれ

ど、佐用町になって、全町の住宅についての、そうした基本的な計画づくりというのは、

今、改めて必要ではないかと思うんですけれど、それに当たっては、やっぱり計画するの

にあたって町民の方に、いろいろ住宅の関係についてアンケートも実施して、きちんと全

町を網羅していくというか、そういうことを盛り込んだ上での政策になっているので、そ

ういう正面に据えたものが必要だと、私は思うんですけれど、その点は、どうでしょうか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    これまで、国においてもそうなんですけれども、佐用町、町におい

て住宅政策というのは、新しく住宅を何戸つくっていくとか、町営住宅をどうつくってい

くとか、また、宅地分譲ですね、新たな住宅を建設していただけるような、そういう定住

をしていただくための宅地を提供していくとか、そういうことが、私はずっと主だったと

思うんですね。 

    そうした中で、住宅事情として、新しいものをつくるんではなく、これまでストックし

てきたものが空き家になり、それが大きな社会問題になってきたという中で、国において、

こうした法律がつくられてきたということです。 

    ですから、今後においては、新しく今でも新たな家を新築されて、また、若い人たちが、

それぞれ自分たちの生活の中で、快適な生活、住生活を求めて、今、家を新築されている

例もたくさんあるんですけれどもね、それと同時に古くなった家屋、家をどうしていくの

か。活用していくのか。まだ、実際には耐用年数がきたものを、どう処分していくのか。

こういうことが社会的にも非常に大きな問題になってきたということだと思います。 

    これは、町としても、それに対して、国行政全体、県と行政として考えていかなきゃい

けないということで、今のご質問もありますし、私が、今、総合的に考えていかなきゃい

けないというのは、そういうことだというふうにご理解いただきたいと思います。 
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〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ議員。 

 

13 番（平岡きぬゑ君）   住宅を、どんどん自分の家、住家を自分でつくってという国の政策

のもとに、それぞれ家を建てているんですけれど、最近は、若い人たちが、そういう新し

い家を建てるというのは、なかなか働きとか収入の面とか、大変ですし、やっぱり公営住

宅の家賃補助とか、そういう総合的な住宅の政策をつくってもらう、そういうことを提案

して、私の質問を終わります。 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡きぬゑ君の発言は終わりました。 

    続いて、６番、石堂 基君の発言を許可いたします。 

 

〔６番 石堂 基君 登壇〕 

 

６番（石堂 基君）    ６番議席、石堂 基です。先ほどの平岡議員の一般質問に少し関連

をし、同趣旨の内容もありますが、事前に通告をしている内容で質問をさせていただきま

す。 

    危険空き家対策に向けた制度整備について。 

    国においては、危険空き家の強制撤去に向けて特別措置法が施行され、全国で急増して

いる危険空き家への対策が開始されました。 

    本町においても 500 戸を優に超える空き家が点在し、今後もさらに、その増加の傾向が

進む状況であります。その活用や危険空き家に対する対策が求められています。 

    そこで、次の項目について伺います。 

    まず１点目、これまでの町内空き家調査において、除却が必要とされる物件の把握が行

われているのか。 

    それから２点目としまして挙げていますが、一昨年度までに危険空き家に対する地域要

望が 10 件近く提出をされていましたが、これに対する対応が進められているのか。この

内容については、先ほどの平岡議員の質問に対して詳細な説明がされていますので、答弁

については、省略をしていただいても結構です。 

    ３点目としまして、県の除却助成制度を考慮した危険空き家に対する抜本的な町の制度

検討はどのように進められているのか。 

    以上、この場からの質問とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、石堂議員からのご質問にお答えさせていただきます。 

    先ほどの平岡議員と同じ空き家に対してのご質問でありますので、説明させていただい

たことが重複しますけれども通告をいただいておりますので、その分も含めて、もう一度、

ご理解いただくために答弁をさせていただきたいと思います。 

    それでは、１点目のこれまでの町内での空き家調査において、除却が必要とされる物件

の把握が行われているかとのご質問でございますが、佐用町の空き家について平成 21 年

度に悉皆調査して、全町でその時の調査対象 586 戸の空き家を確認をいたしております。 
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    それから、もう既に５年以上たちますので、現在では優に 600 戸を超える空き家がある

というふうに推測をいたしております。 

    21 年度調査では、除却が必要かどうかの具体的な調査は行っておりませんが、外観によ

る判断で、大幅な修理が必要な家屋、多少の修理が必要な家屋、修理が今のところ不用で

あるというふうな家屋というふうにに分けて調査をいたしました。 

    この調査によりますと、大幅な修理が必要な家屋は 242 戸、多少の修理が必要な家屋は

225 戸、当面の特に修理は必要ではないというふうな家屋が 102 戸となっておりまして、

大幅な修理が必要という中には、もう崩れてきた家もあり、そういうところが、まだ調査

をしていないというところもありますので、本当に半分ぐらいの家が、なかなか修理をす

るためには多額の修理費がかかるということも含めて除却が必要ではないかなというふう

に考えております。 

    ２点目の、一昨年までに危険空き家に対する地域要望が 10 件程度出されたが、これに

対する対応は進められたのかということでございますが、先ほどの平岡議員の質問でもお

答えしましたように、自治会などから長年放置され倒壊などの恐れがあり危険な空き家に

ついての要望があった場合には、それぞれ担当課において現地確認を行い、所有者の特定

や連絡先などの調査を行い、調査の内容に基づいて、役場内の関係課を招集して対応を協

議させております。 

    平成 22 年以降、先ほど、答弁させていただいたとおり、９件ほどの空き家に対して、

それぞれ対策、対応をしてまいりました。しかし、除却が完了したところもありますけれ

ども、まだ、なかなか対応ができていないというところもございます。 

    特に、道路に面した空き家、また、隣に住宅があり周辺に対して危険な空き家、こうい

うところについて、自治会の皆さんや近隣の皆さんと協力をしていただき、所有者に適切

な管理をお願いをしているところでございます。 

    なお、幕山地区や三日月地区の物件等、その他の事案については、先ほど申しましたよ

うに、危険が少ないというところについては、様子を見ているところでありますけれども、

しかし、これも年々、老朽化が進み危険性が高まるということで、こういう空き家等につ

いて早く対策を打っていただくように、まず、所有者に連絡をとり、所有者の方が対策を

とっていただくことに、まずは努めていきたいというふうに考えております。 

    ３点目の兵庫県の除却制度を考慮した危険空き家に対する抜本的な制度検討がどのよう

に進められているのかとのご質問でございますが、国において空家等対策の推進に関する

特別措置法が制定されたことを受けて、兵庫県でも老朽危険空き家除却支援事業を創設を

されたところであります。 

    県下の市町においては、26 年度末に空き家対策条例を制定済の自治体が 17 市町ござい

ました。そのうち空き家の除却助成事業を制度化した自治体は９市町ございます。今後制

定を検討しているところ、また、佐用町も含めて 19 市町が、今、どのような制度をつく

るかということで、検討をしているということでありまして、町といたしましても、それ

ぞれ、そういう自治体との状況もよく一緒に研究させていただいて、取り組んでいきたい

と考えております。 

    助成制度を制定している市町においても、所有者負担の問題などから、26 年度中に事業

化につながった事案は県下では丹波市や淡路市における災害特例の 15 件のみとなってお

り、制度化しても除却できない。対象物件の間口が狭いと、現在の国の制度では感じてい

るところであります。 

    しかしながら、老朽化した家屋が、危険な空き家に変わっていくことが容易に想像でき

ますので、町では兵庫県下各市町の空き家に対する取り組み状況について、なお、今後綿

密に調査を行うとともに、担当課における空き家についての行政視察などを実施しており
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ます。 

    国の空き家等対策推進特別措置法の基本的な考え方にもありますように、基本的には空

き家等の所有者が自らの責任により的確に対応していただくことが大前提でありますので、

まず地域の実情に応じて地域活性化等の観点から、空き家の有効活用を図ることを考え、

周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家については、関係課の連携により横断的に対応し

てまいりたいと考えております。また地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし、そのまま放

置すれば倒壊の危険性がさらに迫り、保安上危険となる恐れのある状態または著しく衛生

上有害となる恐れのある状態のものについては、これまでと同様、町から所有者に対して、

直接、文書で除却要請などを行いたいと考えております。 

    空き家対策の推進に関する特別措置法に対する国の関連規定が５月に示されたばかりで

ありまして、今後は、町内の空き家の適正な管理に関する制度なども含め、さらに研究を

進め、町と地元自治会、所有者が連携を取りながら、対策を進めてまいりたいと考えます。 

    以上、少し端折りましたけれども、ご質問に対するこの場での答弁とさせていただきま

す。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂 基議員。 

 

６番（石堂 基君）    それでは、再質問をさせていただきますが、ちょっと質問の内容の

性格上、今回は、危険空き家に特化して話のほうをお聞きしたいなと思っていますので、

既に調査をされている町内の空き家の実態調査、これについては、以前、昨年の３月の一

般質問の時にお伺いをしまして、その総数であるとか、利活用についてというお話をさせ

ていただいたと思うんですが、それ以降、こういうような形で国が大きく、この空き家対

策に乗り出している実情を踏まえた上で、特に、その危険空き家について、議論をさせて

いただきたいなと思います。 

    現状では、既に説明があったように 22 年以降、各地域からの要望に基づいて、10 件近

くのものに対して、町が、ある程度の体制をもって取り組みが行われている。当然のこと

ながら部分的にですけども、残っているものもあるけれども、おおむねできる限りの対応

はできているというふうには認識をしています。 

    ただ、今回の国の特措法を受けて、これも５月に示されたとこなんで、明確には前回の

説明会が６月に行われたというふうに説明がありましたけれども、その説明会を受けた中

で、今後、町がどういうふうな形で取り組んでいくのかというところの確認を含めて質問

をさせていただきたいと思うんですが、特に国が示しているガイドラインの中で、最終的

には強制代執行までということでの処置まで示していますが、取り急ぎ、各自治体のほう

で求められているのは、やはり町の中でのそれに対する自主体制の整備というのが急務の

課題かなというふうに思います。 

    ガイドラインの中には、市町の内部においての連携強化、あるいは協議会ですね、これ

の設立というものを必要に応じてとは書かれていますけども、これをまず始めないと、協

議していく内容が始まらないんだと。佐用町においては、これまでの取り組みで、行政中

心になって内部連携を図りながら取り組みが進められていますが、その対象となるのが、

地域から出てきた個別要望によるものが主だと思うんですね。 

    この要望についても、先般、議会として行っている例えば、報告会なんかでも、住民の

方からの意見の中で、こういう危険空き家に対する意見というのが数件出て来ています。

それを見ると、今回の国が特措法を取り組んでいる関係も含めて、やっぱり今後、急務な
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課題であるのかなというふうに思います。 

    となれば、まずその町内における危険空き家に対する調査というものが必要じゃないか

なと思います。この内容についても、既に 21 年に調査をされている内容から推測して、

その半数近くが大規模な修復が必要なということで、先ほど答弁にもありましたが、その

中でも限られた、本当にこの、今すぐ、除却が必要な状態、あるいは地域としては、除却

を求められるようなものが潜在的にもっとあるんじゃないかなと思うんですが、その除却

が必要なものに限定したものではないんですけれども、そういう調査を、ここで一度やる

必要があるんじゃないかなと思うんです。 

    それは、それをもとにして、あるいは、それを対象にして、町がこれから特措法に基づ

く体制整備なり、条例整備をしていく必要がありますので、まず実態を公平的に、横断的

に全町調べる必要があるんかなと思うんですが、それについては、いかがですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、お答えください。 

 

町長（庵逧典章君）    そういう、いろいろ対策するためにも当然、その実態を管理、正確

に把握するということは大変大事だと思います。 

    ただ、空き家がこれだけたくさんありますし、一番問題は、危険空き家という判定、認

定ですね、どれが危険空き家で、どの物件が当面危険はないというふうに判断するか、そ

のためには、ある意味では協議会とかつくって、そこで１つの基準に基づいて協議をして

いただくということになろうかと思うんですけど、その前に、当然、行政として、そこに

出す資料、これが危険空き家ですよと。これだけあります。こういう状況ですという資料

を提出しないと、また、協議はできないわけですね。 

    そうなってくると、何百という空き家がある中で、最終的にはどうしても個別対応にな

らざるを得ない。細かくこれを調査したりしていくとなりますとね。ですから、これから

どんどん増えていくことは間違いありません。これまで、たまたま９件ぐらいなところで

何とか対応してきた。それでも、いろいろと問題があって、かなりの時間も要したという

ことなんですけれども、調査という、町が誰かに前回のように調査依頼して、ずっと町内

全部見て回って写真と位置というものを、資料としてつくっていただいたと。これは基本

的な調査でありました。 

    ですから、今後、その判断を、まずは地域の方にも協力いただかないとできないかなと

思います。 

    例えば、集落からこういう物件が非常に周辺にとって危険なんだと。状況になっている

と、危ない状態になっているということを、申し訳ないですけれども、例えば、集落の自

治会長さん方にお世話になって、申請、届けていただくと。そういう資料の中でそれを判

断して、現地へ見に行って、どういう状況だということを、さらに詳しく把握していくと

いうようなことが、これから必要かなというふうに思います。 

    その危険という中で、細かく言えば、みんな危険になってくるんですね。だから、例え

ば、集落のいわば住宅が密集しているところにある住宅は、ちょっとしたことでも瓦１枚

落ちていても危険になってくるわけです。 

    しかし、それぞれの集落の山間に点在している住宅にあって、かなり朽ち果てたような

住宅もあります。それはそれで、そこに近寄らなければ全く、ある意味では、直ぐの危険
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性というのはないわけですね。 

    だから、そのへんの感覚、感じというのは、こちらでなかなか判断ができないところが

あるので、地域からこれが危険で、集落として、地域として生活上、非常に危険性を感じ

て困っているんだということを申し出ていただいて、それを先ほど言いましたように、町

としても、さらに調査をしていくというようなことが必要かなというふうに、私は、今、

考えているところであります。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂 基議員。 

 

６番（石堂 基君）    今、答弁にあった程度と言いますか、内容で僕は十分だと思うんで

す。 

    と言うのが、これまでに要望があって、22 年以降取り組んでいる、そういう危険空き家

に対する処理の中で、答弁の中にあったように幕山について複数件ある分については、当

面の間、危険性が薄いので、その状況を見ていくというふうに言われましたけれども、そ

の中の１、２件に該当するかどうかわからないんですが、私が、調査というんですか、知

っている内容で幕山の２件というのは、現在の所有者、管理者に行きつくことが地域では

できない物件があります。 

    で、集落の中の例えば防災点検とか、集落の中を防災マップつくる時に歩いて、もうこ

こどうしようもない。もう危ないよな。周辺に３級の町道もあったり、あるいは渓流が、

その横を通っていて、これが倒壊すると、ここの谷川を埋めてしまうよねとか、３級町道

の上に落ちるよねという話まではするんですけれども、じゃあ、それを地元として、どの

方にというのが、やっぱり個人情報の関係で行きつくことができない案件が２件あります。

これは、私も自治会の役員をしていますけれども、まだ、町のほうには、そういうふうな

要望は個別には出していないんですね。 

    こういうケースというのは、多分、町内の中にもほかにあると思うんです。特に、調査

が必要なというのは、僕はその度合いは難しいというふうに町長も言われますし、確かに

そうだと思うんですが、今回、国の特措法で示されている特定危険空き家のガイドライン

５つの項目があると思うんですけれども、これをもとにおおむねこの文言でくくられてい

る内容であれば、まあまあ自治会の役員さんであれば十分に理解していただいて調査対象

にするか否かというのが判読できるん違うかなと思う内容だと思うので、これをもとに概

略の調査を、まずやってもらう。そうすれば、各自治会のほうから、いやうちにはこんな

物件があります。ここがありますというの出てくると思うんですよね。 

    まず、その数なり実態から入っていって、それ、これだけあるから、それらの共通判定

事項を、どう考えるのか。あるいは、役場の中の今の各部局のほうの連携体制だけで対応

できるのか。あるいはそのガイドラインが示しているように、当然、最終的な処分まで検

討に入れて、その第一弾が協議会づくりだと思うんですね。協議会、それから、それに対

応する策定計画ですね、これをつくるという手順だと思うんですね。 

    その第一弾に入るまでの今の実態ですね、これをぜひ早急にやっていただきたいという

ふうに思うんです。 

    それをした上で、ガイドラインに示されている協議会の設立、ただそのガイドラインに

示しているとこというのは、あくまで最終的な法的措置まで念頭に入れてますので、例え

ば、協議会の設立メンバーについては、法務関係とか、あるいは不動産関係の人間まで例

規していますけれども、当面はそこまで佐用町の場合は、僕は要らないんじゃないかなと。 
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    ただ、本当に町内の状況を把握した上で、公平的に行政のほうが、地域要望に応えてい

く体制をする判断基準として、やっぱり町、それから議会も必要ですし、住民代表も、こ

のあたりでの協議会の設立というのが、それも要ると思うんです。 

    そういう協議会を逆に利用して、その実態調査を詳細にやっていくということもできま

すので、その協議会の設立、先ほどの平岡議員に対する答弁でいけば、必要に応じてとい

うふうに町長言われました。 

    確かに、ガイドラインの中でも、ガイドラインと言うよりも法律の中に、そういうよう

に書いていますけれども、その協議会も僕は早急に必要じゃないかなと思うんですが、そ

れについてはいかがですか。これ、もし、担当課長のほうであれば、担当課長でもいいん

ですけど。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、お答えください。 

 

町長（庵逧典章君）    対策を進めるためには、協議会が必要だと。協議会の内容は、あま

り複雑なものではなくて、本当に関係者の人数も少ない中で、ある程度は、一つ一つ全体

を協議していただくような体制をつくったらいいと思うんです。 

    それと同時に、先ほど言いましたように、協議会をつくるということは、その前段の調

査をしっかりと、その資料を提供していって協議をしていかなきゃ協議会の意味がありま

せんので、その中で、やはり所有者の、先ほど、幕山の例でも所有者が、なかなか個人情

報の関係で特定ができないと、そういうことがあります。これまでにも、なかなか、そう

いうことで所有者がわからないとかいうようなことで、対策が進まないというところがあ

るんですね。 

    で、それに対して、このたびの法律の中でも税務課が持っております固定資産税台帳で

すね、そういうものも、その調査として必要であれば使えるというような、そうだったな。

使えるんやな。これ？ 

    そういうことも法的にも認められるようになりましたので、まずは、そういう空き家に

なっている家の状況と、危険度と、それから、その所有者、法的な所有者、これをまず明

らかにした上で、後その対策として、その方に対して最終的には勧告ということになるん

ですけれどもね、こういうことを行うための協議会、これは検討をさせていただきます。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂 基議員。 

 

６番（石堂 基君）    検討をさせていただくというとこにとどまっているんですけども、

実際に今回の国が示している、国が行おうとしている特措法から言えば、最終的な強制代

執行まで想定するんであれば、当然、各自治体においての条例制定というのが前提条件に

なってきます。 

    その条例制定ということになれば、当然、今の現状の調査と、それに基づく、基づくと

言いますか、それに対する町の取り組み姿勢、対応計画、策定計画どっちだったかな、計

画づくりというのが、これも必要に応じてというふうに法律ではなっていますけれども、
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１つは対応する組織をつくりなさい。それから、計画書をつくりなさい。その中で詳細な

実態調査をして、対応していきなさい。それで、最終的な行政処分までできるような１つ

の組織を、まず、つくらないと、まあ、できないことはない。ただ単に自治体が主体とな

ってやろうと思えばできんことはないと思うんですけれども、それは、今の個別対応の延

長線上で、やはり町内全般から言うて、公平性を保っていくためには、やっぱり全体で協

議をする、判断する基準が必要になってくるので、その基準１つつくるのも、やはり、そ

ういう協議会というのは必要だと僕は思うんですね。だから、それはぜひ、急務として。 

    ましてや、国のほうの説明会、多分、担当課長のほうは聞かれていると思うんですけれ

ども、一応、各自治体のほうでの体制整備の中で一番に求められているのは、現状の自治

体組織の内部の連携体制だと思うんですけれども、２番目には、やっぱり協議会組織の設

立というのが言われていると思うんです。 

    その後に、実態把握を行いなさい。あるいは、空き家対策に対する計画の策定をしなさ

いというふうになっていると思うんですけれども、それについては、いかがですか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、お答えください。 

 

町長（庵逧典章君）    協議会を考えますと言って、私も簡単に言いましたけれども、なか

なか、協議会をつくるという前提として、国のガイドライン、いろんなものを含めて求め

られているところが、このハードルがあるみたいですね。そのへん、副町長も研究してく

れているんです。それをするための前提として、どういうことを進めて行かなきゃいけな

いか。その順番ですね。だから、そう簡単には、私が考えているような、協議会を、まず、

つくって、そこでじっくり考えたらいいじゃないかというようなものではないということ

を言っておりますので、そのあたり、もう一度、私は、間違っていれば問題がありますの

で、副町長のほうから、答弁させます。 

 

議長（西岡 正君）    はい、副町長。 

 

副町長（坪内頼男君）   町長がお話しされたことは、間違っているという意味ではないんで

すけれども、今、石堂議員のほうが、この入り口いうのか、検討して行くための入り口と

して、簡単な調査というのが、まず出発点じゃないかというような趣旨だと思うんですけ

れども、実際、この問題は、１つの事例をとっても非常に行きつけば、強制代執行いうこ

とを用いないと解決しないというようなことは、もう明らかな事例がたくさんあります。 

    大まかにつかむ調査と言われますけれども、実際、我々が、この地域で生活しておれば、

その状況というのは、本当にわかると思います。 

    だから、今、私が思うには、その調査にしても、国がガイドラインで示す、その危険と

いう空き家だけではなしに、景観を損なうとか、衛生上を損なうとか、そういった該当す

る危険空き家、そういうものは、きっちりと分類できるように、整理できるような調査と

いうものを念頭に進めるべきだと思います。 

    そうしないと、後につながってくる制度、条例の制定、その条例の制定には、町の行政

執行として、最終的には代執行までできるというような仕組みになりますので、安易に、

どうしていこうかというようなレベルから、最終的にこうしていくんだという、そういっ

たものも検討できるような協議会であったり、調査であったり、そういうことでないとい

けないのではないかというように、今回の特措法の制定から、そういうように思っていま
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す。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂 基議員。 

 

６番（石堂 基君）    私も、決して安易な形で調査をして、調べて協議会つくりなさいと

いう趣旨では全くありません。 

    現状の中で、その 22 年以降、これだけの個別対応をやっていると言いますが、それで

も、まだ、漏れているし、もう既に、所有者や管理者につくことができなくて、自治会、

あるいは地域として困っている物件が町が知らない中で残っていることがあるので、それ

は少なくとも、町が今まで個別対応していることから言えば、公平性に、私は欠けている

と思うんですよね。 

    それは、自治会が要望を出していないからということがあるんかもわからんのですけれ

ども、それにつけても、自治会が、じゃあどこに相談していいのかわからない物件すら、

内容すらある。 

    あるいは、先般の報告会で出てきているように、やっぱり町にこれまで要望上がってな

いけれども、実際、地域の方は、そういうふうなことでの非常に課題を抱えていらっしゃ

る。そのあたりを含めれば、その安易にというんじゃなしに、全て町内の状況を、ある程

度把握する必要が、まず、あるでしょうという観点で申し上げているので、決して安易な

つもりではありません。 

    で、その点から言えば、さっき、その所有者に行きつくに当たって、固定資産の内部情

報が利用できると言われましたけれども、これも厳格に言えば、今の状況の中で、固定資

産の内部情報を利用して所有者を、その空き家対策に町が使うというのは、それは問題が

僕はあると思います。 

    この特措法をもとにして、固定資産の内部情報を使って所有者に行きあたるというのは

ＯＫですけれども、これまでの経過から言えば、まあまあ、そういうことも含めて、決し

て、そんな安易なつもりでは、私も提案もしませんし、意見もしていないつもりなんです。 

    ただ、急務な課題として、その体制整備を、もうちょっとスケジュール的に短期間の間

に、やっぱりやらないと、日に日に、そういう物件が増えていく、対応が遅れていくとい

うふうになるというふうなことを思っていますので、さらに言えば、この危険空き家、あ

えて言えば、さっき副町長の答弁でもありましたように、特定空き家ですね、そのガイド

ラインで示している５つのどれかに該当する物件、これに限定してもいいと思うんです。

この特定空き家に対する対応をできるように、まず、体制整備をしてくださいと。 

    そのためには、今の内部連携プラス外部の目、あるいは、それを公平的に判断できる基

準づくりができる外部の人間を交えた協議会が要るでしょうと。 

    そのためには、調査をしましょうと。そこで計画づくりをして、それで、この特措法を

使って、どういうような支援体制をつくっていくかというのを考えましょうという提案な

んですけれども、その確認なんですが、よろしいですね。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    協議会そのものを、どういう位置づけに、きちっと法律に基づいて、
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最後の勧告、代執行までやっていける最初から協議会にするのか、私がちょっと、私は、

もう少し最初、そこまで行くまでの町民全体としての、皆さんで話し合って協議をさせて

いただく協議会、そういうような協議会を、私はイメージしたんですけれども、私は、そ

こらスタートしてもいいのではないかなという思いは実際持っています。 

    ただ、法的な問題が絡んでますので、どこまでを協議会の権限として与えるか、持って

もらうか、それによって協議会の性格というのは変わってくると思います。 

    それと、当然、そのためにも早く、もう少しきちっとした資料、調査が必要ではないか

ということでありますが、今年度から税務課において、これは、どの程度までやるんかな？

状況としては？どういう、それが空き家で、もうつぶれているとか、危険度があるとか、

そういうことまでやる？ 

    今年度から税務課において、改めて全戸の悉皆調査を行う予定であります。その中で空

き家になっている家、また、内容によって調査項目を空き家の危険度、危険度というか、

実際にどういう老朽化をしているか。どこが、屋根が落ちているとか、壁が落ちていると

かですね、そういうような一定の調査は、この税務調査でもできると思います。 

    そういう意味では、全体各課一緒に、これは取り組んでいきたいと思いますけれども、

こうした法律ができて、先ほど言いましたように、担当者も先般、初めてのこれの説明会

があって、資料をもらいながら説明を受けて帰ってきております。まだ、十分にその内容

について、これから勉強して行かないと、十分、判断ができないと言いますか、これから

の動きができない状態ですけれども、一応、そういうことで、できるだけ早く、ほかの市

町との動き、取り組み、そしてそうした国から出て来ている、いろいろな、この法律に基

づく施行に対する資料、こういうものを研究して進めていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂 基君。 

 

６番（石堂 基君）    同じような言葉ばかりの羅列で、事が前に進んだような質問になっ

ているのかどうかわからないんですけれども、国において、これだけの政策を打ち出して

いるということは、国内全体においても急務の課題、特に、国においては、やはり大きな

震災、水害等を想定した都市部が、ある程度、想定にあるのかなと思うんですが、逆に、

特定空き家の条件からすると、やはり、この佐用町においては、やっぱり地域の景観的な、

あるいは防災的な面も含めて点在するものと言いながら、やはりこれだけ地域が高齢化し

ていく中でも地域の景観を守るために、それぞれ農地・水であるとか、あるいは森林山村

多面的事業であるとか、やっぱり地域が取り組んでいる事業とは逆行する形で、そういう

ものが残っていくというのが、非常に地域の一員としては憂うところなんです。 

    それは、当然、各自治会の中でも、そういうこと念頭に置いて、こういうふうな個別の

相談も、これまでに寄せられていると思います。 

    当面、対応は十分にできていると言いながら、これから件数が増えていく中、やはりそ

れを、ちゃんと組織として受け入れるだけの、特にガイドラインでも、その相談体制を、

相談の受け入れ態勢をつくりなさいというとこまで、ガイドラインも示されていますので、

やはり各地域、自治会から窓口はここで、ここに相談を上げていくと公平な対応で、それ

ぞれについて対処できる。あるいはしてもらえるというふうな、まず、そこをつくってい

くにも、実態調査。 

    それで、先ほど報告あったように、税務の悉皆調査なんかも非常に、やっぱり有効な手
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段だと思うので、プラス地域に調査項目を投げかけて、回答を得て、それらを総合的に検

討していくことが、まず１番。 

    できれば、年度内に、そういうような組織が見えていることが望ましいのではないのか

なというふうに思います。 

    そういうふうな向きで、今後、検討されると思います。 

    以上で、質問のほうを終わりたいと思います。 

 

議長（西岡 正君）    石堂 基議員の発言は終わりました。 

    ここで昼食のため暫時休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    この時計で午後１時 15 分まで休憩いたします。 

 

午前１１時５５分 休憩 

午後０１時１５分 再開 

 

議長（西岡 正君）    それでは休憩を解き、会議を再開します。 

    引きに続き、一般質問を行います。 

    ４番、廣利一志君の発言を許可いたします。 

 

〔４番 廣利一志君 登壇〕 

 

４番（廣利一志君）    ４番議席、廣利でございます。 

    ２つの質問を今日させていただこうというふうに思っております。この席からは町職員

の健康問題、とりわけメンタルヘルス、心の健康について検証と改善の状況を問うという

ことで質問をさせていただきます。 

    昨年 12 月の議会、一般質問にて取り上げましたが、幾つかの点について検証と改善の

状況を問うていきたいと思います。 

    まず１つ、安全衛生委員会ですけれども、安全衛生委員会が毎月開催をされております

けれども、その開催を知らない、話された内容が各職場に伝達されない実態があるという

質問に対して、課長会で説明し、各職員に周知するように徹底しているという説明でした

が、その後、周知・徹底はできているのでしょうか。 

    ２つ目が、産業医と保健師の連携についてです。６名の保健師が相談機関として、周知

され、研修にてスキルアップして対応できるのかどうか。心理カウンセラーによる相談機

会を設けるなどの検討が必要との答弁でありましたが、その体制は、今年度に入りまして

とれているのかどうか。産業医の役割が重要でありますけれども、昨年度までと比べて、

産業医と保健師との連携は進んでいるのか、どうなのか。 

    ３つ目が、異動希望のアンケートを１月に実施するということでありましたけれども、

実施されたというふうに聞いているんですけれども、新年度の異動に際して、実際にこれ

が参考になったのかどうなのか、その点について、お聞きをしていきたいと、以上、この

席からの質問とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    それでは、町長、答弁願います。 
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〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、今議会、一般質問最後になりましたが、廣利議員からご

質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

    まず、第１点目の町職員の健康問題、とりわけメンタルヘルスについてのご質問にお答

えをさせていただきます。 

    まず、１点目の、安全衛生委員会の開催と内容の周知・徹底についてでございますが、

安全衛生委員会につきましては、毎月１回開催をしており、その内容といたしましては、

年間計画に基づく職場巡視のほか、産業医であります尾﨑病院、尾﨑公彦医師によるその

時季に応じたテーマで指導を受けております。職場巡視は、現業の職場を中心とする出先

機関を含め、各職場を順次巡回し、公務災害予防の観点から職場環境の確認を行っており、

先週には学校給食センターで開催したところでございます。 

    この安全衛生委員会の開催については、毎月の委員会において次回の日程を決定し、委

員にお知らせをしております。また、職員への開催内容の周知につきましては、その内容

にもよりますが、職員への周知が必要と思われるものについては、課長会等で課長や所属

長を通じて周知をしております。 

    次に、２点目の、産業医と保健師の連携についてのご質問でございますが、昨年の 12

月議会でも申し上げましたが、心の病は、仕事上のことや職場の人間関係が原因となるも

ののほか、家庭など、職場とは関係ない原因によるものも多く、職場だけでは解決するこ

とは困難なところもございます。 

    メンタルヘルスの問題は、第１には早期発見することが重要であり、まずは、専門医の

診察を受けることであろうと思います。職場においては、同僚である保健師に相談しづら

いということもあろうかと思いますが、早期に気づき、医師の適切な治療を受けることが

優先すると考えております。ここでの保健師の役割は、本人と一緒になって解決策を考え

るのではなく、まず、相談窓口として、相談内容を整理し、産業医である尾﨑医師につな

ぐことであります。そのためには、６人の保健師が専門的な知識を生かし、必要な研修等

を受けてスキルアップすることにより、その役割を果たせるものと考えております。 

    第２に、メンタルヘルスに関する健康情報という個人情報であるため特に注意を払う必

要がございます。対応策といたしましては、産業医と本人及び家族との協議になるのでは

ないかと考えますが、その上で、心理カウンセラーによる相談の機会も必要であるという

ふうに考えます。また、健康福祉事務所との連携も図ってまいりたいと思っております。 

    現在は心の病で病気休暇を取得している職員はございませんが、仕事上の問題や人間関

係が原因となるものもあり、普段からのコミュニケーションを図ることで職員の仕事ぶり

や生活態度の変化に気づき、上司や同僚と相談し声をかけるという取り組みも必要ではな

いかと思っております。 

    次に、３点目の、異動希望のアンケートを新年度の異動に際して参考にしたのかとのご

質問でございますが、予定どおり１月に自己申告書として、正規職員全員を対象に実施を

いたしております。その自己申告書の中に、異動希望として異動先の希望があれば記入す

るようにいたしておりますが、当然、町全体、多岐にわたる仕事を分担して職員が行って

いるわけでありまして、この本人の意向どおりにはなりませんが、４月の人事異動の際に

はその意向も踏まえ、総合的な判断のもとに異動を行ったところでございます。 

    以上、ご質問に対するこの場での答弁とさせていただきます。 

 

〔廣利君 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    まず、安全衛生委員会なんですけれども、出席者は副町長、組合代

表、それから産業医も出席されて、あと何名かの方が参加されて、毎月開催されていると

いうことについては、先ほども、答弁をいただきました。 

    実際、その内容が、町長の答弁では、周知が必要な際のみという答弁がありましたけれ

ども、それは、事前開催、開催日前、開催後、要するにどんな内容でするか。どこへ巡視

に行く、したかというふうなことも含めたものが、毎回、実は必要なのではないかなと。 

    それが、要するに全て解決するということではないんですけれども、制度として、体制

として、そういうものが、実はあると。 

    で、そのことを、開催日前、あるいは開催後に、どんなテーマで話したということが必

要なのではないかなと思いますけれども、その点と、最近の安全衛生委員会開催で、差し

さわりがない程度で、要するに、先ほども、ちょっとありましたけれども、給食センター

への巡視とかありましたけれども、例えば、順を追って、１月はこうというような形がわ

かれば、ちょっと教えていただきたいなと。２点。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長、答弁願います。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  まず、開催前と開催後の周知でございますけれども、それについて

は、あえて職員全員には周知はしておりません。 

    開催後の内容等について、昨年 12 月にも申し上げましたが、課長会等を通じて周知し

ているところでございます。 

    先ほどの内容の中で、議員おっしゃいましたように、メンバーの中に委員長として副町

長。それから、衛生管理者ということで保健師。それから、医師、尾﨑先生。それから、

町長が指名したということで、総務課の総務人事室長が入っております。 

    それから、組合選出で３人の者が入っております。組合員については、当然、私どもは

職員組合という中で、そういう内容についても周知されているように判断しております。 

    それから、安全衛生委員会の内容についても、また、その詳細、詳しく知りたいものに

ついては、総務人事室で備えつけをしておりますので、それも閲覧を自由にしてください

というようなことも周知いたしております。 

    それから、それについては、そういうことで、もう１点の開催の内容等でございますが、

昨年の 12 月には、開催場所としまして、笹ケ丘荘。これは喫煙についてということで、

そこで講話をしていただいております。 

    それから、27 年１月、これは佐用町保健センターにおいて首の痛みとか予防改善という

ことで、そこで講話をいただいております。それから、２月には、三日月支所において睡

眠について。それから、３月は、佐用町保健センターにおいて肝脂肪について。 

    それから、４月には、南光支所において花粉症について。それから、５月には、三河出

張所で食事摂取等について。それから、６月の３日については、給食センターにおいて塩

分とか、その他について開催しております。 

    それで、それぞれの職場の環境ということで、その施設を調査しながら、よりよい環境

の中で仕事をしていただくということで、実施しているところでございます。 

 

〔廣利君 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    その周知のところの捉え方が、私が聞いた限りでは、職員の皆さん

は、安全衛生委員会というものを知らなかったり、内容について知らない。開催されてい

ることについて知らないと。 

    これは、片方で、組合の問題でもあるかもわかりませんけれども、具体的に、その周知

というのは、例えば、先ほど、課長が言われましたけれども、閲覧が、総務課へ来ればで

きるということですけれども、例えば、パソコンで、みんな見れるような形にはできない

んですか。その周知という形では、メールで送って内容を周知するということは可能では

ないか。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  それは、できると思います。 

    そういったことも、今後、考えていきたいと思います。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    12 月１日、改正労働安全衛生法というのが、昨年、成立をしまして、

公布されて、この 12 月１日が施行という形になっております。 

    いろんな内容が、たくさん盛られているんですけれども、50 名以上の職場については、

いろんなことが、実は義務化されていると。それで、昨年 12 月にお聞きしたのと、検証

の状況を、改善の状況を、今、聞かせていただいております。 

    周知の方法、そのメールで周知をするというようなことも含めてなんですけれども、各

職場、職場での周知方法というのは、現場もあるし、各課でもあるでしょうけれども、そ

のところについては、統一的なものは、特になくて、任せるという感じなんでしょうか。

いかがでしょうか。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  それは、所属長の判断によって周知をしていただいているところで

ございます。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    先ほど言いました、改正労働安全衛生法は、ポイントが幾つかあり
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ますけれども、ストレスチェック制度の創設というのが、言われています。 

    それで、50 問とか 60 問と設問がありまして、丸をつけていって記入をしていくと。先

ほど言いましたように、50 名以上の事業所は義務化という形になっています。 

    で、結局じゃあ、その設問をして、確認をして、それをどう今度つなげていくかという

ところが一番大事だというふうに思うんですけれども、そこで、問題になってくるのは、

窓口というふうになっている保健師さんではないかなというふうに思うんですけれども、

保健師さんも６名ということで、ほかの仕事も抱えながら、このメンタルヘルスの問題取

り組んでいくというのは、やっぱりスキルの問題も必要になってくるし、そのストレスチ

ェックのところを見ていくというところで、そういう専門性も問われてくるというふうに

思います。 

    で、事前に資料請求させていただいて、今年の研修について、聞きましたところ、特に

そのような研修がないというふうに、私の資料にはあるんですけれども、それは実際、そ

うなんでしょうか。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  保健師そのものの研修という形では、今は、予定をしておりません

けれども、保健師のまた、いろいろな西播磨等の、いろいろな会議の中で、また、保健師

さん等の相談も研修とか、いろいろとあると思います。 

    それちょっと、担当じゃないので、詳しい研修内容はわかりませんけれども、そういっ

た中でも、各市町の保健師が、いろいろと研究する中で、それも１つのスキルアップじゃ

ないかというふうに思います。 

    この 27 年度において、保健師だけを対象にした研修というのを、この時点では参加の

予定はしておりません。 

    ただ、今後、そういった研修の案内がある場合には、また、照会して、内容によっては、

参加するように検討いたしたいと思います。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    昨年、質問した時に、資料請求した時の研修は、保健師対象の研修

も、実はありました。 

    今回、先ほど、保健師だけの研修というのは、特に予定はしてないと。 

    実際、昨年の研修内容を確認すると、そのメンタルヘルスについても触れておられる研

修があったと思います。その点は、施行日が迫る中では、保健師さんのスキルを上げてい

くというところでは、少し後退ではないかなと思うんですが、いかがでしょう。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 
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町長（庵逧典章君）    保健師が全部ができるわけではありません。 

    少なくとも産業医を委嘱して、そういう産業医。そして、その産業医も全くメンタルヘ

ルスの全て専門医でもありません。ですから、当然、そうした医師の専門的な治療が必要

な場合には、また、精神科医等の心のこういうメンタルの場合にはお願いをしていくとい

う体制は持っております。 

    ですから、保健師そのものは、元々、そういう勉強をしてきて、保健師としていろんな

日常的な仕事をしておりますので、一般的な、そういう相談、また、状況を判断する。そ

の能力は既に持っているというふうに、私は思っております。 

    それを、先ほどお答えをさせていただきましたように、産業医へつなぐ。そして、その

産業医が、また、その判断のもとに、専門医へ相談をしていくように指示し、その治療に

当たっていただくということになりますので、ですから、これまでも、そうした状況で体

調を崩した職員には、そのような対応をし、町としても、そういう指導のもとに仕事の配

置がえ、職場環境、そういうことに配慮してきてやっております。そういう形で進めてい

くことが、まず現実としては大事ではないかなというふうに思っております。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    外部機関に任せるという方法もあります。 

    例えば、外部機関に任せるというのは、費用の発生もありますので、保健師の方が、昨

年度まで、そういう研修も受けられ、スキルもあると。詳細について、まだ、そういう今

年度は事前資料の中ではないんですけれども、県とかから案内があった時に参加されるか

もわかりませんけれども、それはそれで、やっぱり施行日前、施行日を見て、その対応と

いうのは、実は、必要なのではないかなというところと、それと、産業医がおられますの

で、産業医との結局連携が、例えば、昨年度、あるいは今年度、それから、今年度以降と

いうような形で、どういう連携というか、緊密さをとっていくのかと。それは、保健師の

方が、ほかの仕事もありながら６名というわずかな人数ですので、窓口になり得るのかど

うかというところがあるものですから、ちょっと、その点をお聞きしたいなと思います。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    先ほども申し上げましたように、保健師は、そういう幅広い形での

健康問題、そういう健康に関する知識、これは保有しておりますけれども、専門的な面で

は、当然、医師ではありませんので治療も、また、的確な指示もできません。 

    ですから、それは今、いわゆる保健師が、そういう状況のもと、産業医とも連携をとる

ということが大事だと思います。 

    ただ、町の保健師が職員の健康問題を専門にやっているというわけでは、当然ないんで、

同僚として、また、職員としてお互いに自分たちの職場との中での、そうした健康状態に

対して、いわゆるそうした専門の職員として、それに当たってくれているというふうに思

っておりまして、最終的、基本的には、そういう外部、町にそうした医師とか、そういう

ものは直接雇用しているわけではございませんので、産業医というものを委嘱しているわ
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けですから、まず、産業医につなぐということであります。 

    そのために、こうして安全衛生委員会においても、産業医に来ていただいて、たびたび、

いろんな角度から健康問題についての講演もしていただいたり、講習をしていただいたり

ということに、これまでも努めてきているわけでありまして、その中で、これまでも必要

な職員については、先ほど言いましたように、専門的な医療機関、専門医に受診し、また、

その治療を受けるようにして、また、治療も受けてきました。 

    だから、職場の復帰をしていくための、そうした計画も、そういう医師の指導のもとに

町として作成をして職場復帰もしているということでございます。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利議員。 

 

４番（廣利一志君）    この問題、難しい問題があります。 

    町長も言われましたように、個人の問題というところも、これはありますけれども、改

正労働安全衛生法のところでは、やっぱり職場での問題というところに限る形で、当然、

言っているわけですけれども、結局、そこでは、各職場での人間関係、仕事上の人間関係

だとか、そういうようなことが、実は、出てくるということなんですけれども、異動の希

望のアンケートを１月に実施ということで、先ほども聞きました。これは、行政改革、行

革とも絡んでくると思います。 

    ですけれども、要するに、その中で職員数が減ってくると。行政サービスを維持しない

といけないというところがあります。 

    その時に、この異動希望のアンケートというのを１月に実施されて、そのメンタルヘル

ス上の問題でいきますと、心の健康の問題というのは、総じて隠したいという気持ちがあ

りますので、朝のコミュニケーション、12 月の質問でもありましたけれども、各職場で朝

挨拶して顔色見ると。だけでは実は、わからないんですね。実は。 

    だから、隠したいというのがある。それは自分の評価とも関係することなので、実は、

家族も知らなかったりと、極端に言うと、いうところがあります。 

    これは例えば、民間では既にしているんですけれども、12 月の時にも話しましたけれど

も、例えば、年度初め、年央、年度末という形で、各職場で、それは、そのアンケートに

基づきながら面談というか、懇談というか、それが実は必要なのではないかなと。それは、

先ほどのストレスチェックとも若干関係してくると思います。 

    要するに朝の挨拶では、先ほども言いましたように、メンタルヘルスの問題って隠した

い。だから、朝の挨拶とかでは、全然わからないという場合があったりします。だけど深

刻な問題が実はあると。だから、ここで保健師とか産業医とか、あるいは各職場で、きっ

ちりと、そういう面も含めた面談、懇談というのが必要なのではないかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    一人一人、面談と、誰かが面談というわけには、なかなかいきませ
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ん。 

    ですから、それぞれの職場、一つの組織で、同僚がい、また、そこには上司、課長、室

長がおります。そういう中で、なかなか、そこの場では、そういう状況を言い出しにくい

というような状況も当然あるということは、よくわかります。 

    ですから、そういうことで、こうした保健師等も、いつでも相談してくださいよという

ような、ああいう、そういうカードもつくったりして、置いてくれているわけですけれど

も、それも同じ同僚である保健師には相談しにくいと。そういう状況の中で、今回の、例

えば異動等についても、そういう自分たちの異動調書ですね、希望、そういうものをアン

ケートを実施する中で、自分自身が、何か自分で意思表示していただかなければ、全くこ

ちらも把握しようがありませんので、異動の中で、長年ここにいると、こういうことがあ

るんだと。こういうふうにストレスがあるんだというようなことがあれば、当然それは、

また、個別に相談もしなきゃいけないと思います。 

    ただ、この異動調書についても、そういうことでアンケートとしてとって、ずっと私も

ざっと目を通しますけれども、仕事上の、私は、そういうストレスの問題と同時に、本人

が、その職員が今後、どういう仕事に、役場の中に、いろんな仕事があって意欲を持って

いるのかと、そういうことも、やっぱりこれは大きな目的です。 

    ただ、そうは言っても、先ほどお話しのように、職員数も、当然、削減、減っていく中

で、たくさんの業務、これ役場、どの業務も、じゃあそこに人がいない。配置しないわけ

にいかない。どれも職場においても町として大事な仕事です。そこは、それぞれが分担し

て、誰かがその職に当たってもらわなきゃいけない。 

    ですから、そういう職場も同じ人がずっという、やむを得ない事情もある場合もあるん

ですけれども、できるだけ、みんなが分担をして、いろいろなところで職場で仕事をして

いただく。そして、自分自身が、意欲をもってこういうことをやりたいという希望、そう

いう意欲を、また持っていただけるような異動にしていくと。こういうことを考えながら

異動等もしておりますので、個別の相談、これは必要な方については、当然、させていた

だきますけれども、通常は普段、それぞれの職場、組織の中、それぞれの課とか室の中で、

お互いに言い出しにくいと言っても、やはり同僚ですから、ある意味では、一番、逆に相

談しやすい面もあるはずなんで、そういう職場でないと、また、いけないと思いますので、

そういう中で、お互いの健康管理というものをしていけるように、そういう職場づくりを

していくということを考えたいと思います。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    この問題については、安全衛生委員会については、毎月開催されて

いるということで、近隣の市町からすると、こういう形で毎月開催というのは、実はあり

ませんので、これはずっと続けていってほしいし、さらには、その内容と周知の方法につ

いては、事前周知も含めて、ちょっと徹底をさらに図っていただきたいなというふうに思

います。 

    保健師さんについては、確かに難しい問題がありますけれども、専門性というか、窓口

というところからすると、さらに、その専門性を磨くというところ、この問題についての

専門性を磨くというところが、必要なのではないかなというふうに思いますので、引き続

きお願いをいたします。 

    次の質問のほうに入らせていただきます。 
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    空き家の問題、午前中も出ておりますけれども、私は、空き家の利活用という問題につ

いて、質問をさせていただきます。 

    危険廃屋の強制撤去が可能な特別措置法が施行されましたが、５月 26 日ですけれども、

報道によると全国には 810 万戸の空き家があるが、そのうち 100 万戸がいわゆる危険廃屋、

特定空き家と言われております。言いかえれば 710 万戸はそうではなく、ほとんど修復せ

ずに住むことが可能と言われているが、佐用町の実態は。 

    町内には 600 から 650 戸の空き家があると聞いておりますけれども、危険廃屋が何戸あ

り、修復を必要とせず住める空き家は何戸なのか。 

    住める空き家について、地域の財産という観点から、積極的にその利活用策を検討し、

移住希望者などに紹介をもっとすべきではないか。 

    行政としてしては、それを専管としてあたるのが定住対策室だと思いますけれども、町

営住宅の管理・保全・住民対応ということで、空き家の調査、移住希望者への対応などが

十分できていないのではないか。 

    定住対策室の体制強化が必要ではないかというふうに思います。 

    前段のところは、多分、午前中のところとダブルところがあると思いますので、省略し

ていただいて構いませんので、お願いいたします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、それでは、答弁願います。はい、町長。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、２点目の空き家の利活用についてのご質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

    午前中のお二人の議員のご質問と重なるところがいっぱいあるわけですけれども、改め

て、こういう大きな今現代の課題でありますので、この場では、一応、一通り答弁をさせ

ていただいて、また、それに基づいた再質問でお願いしたいと思います。 

    まず、佐用町の実態につきましては、午前中のご質問にもお答えしましたように、21 年

度に悉皆調査をいたしております。その時点で、586 戸の空き家を確認しているわけです

けれども、それから、毎年増えております。もう現在では、600 戸を優に超えるそうした

空き家が存在しているというふうに推測をいたしております。 

    次に、危険家屋、利活用が可能な家屋ということでありますが、これは非常に判断が難

しいところで、利活用が可能な家屋と言っても、どのような形で使われるかによって違っ

てきます。 

    当然、この空き家になっている大部分は、建てられてから相当の年数がたっております

ので、現在の生活になかなか合わないという部分と、そういう形で修理をする、改修をす

れば使えるわけですけれども、それに非常に多額の費用がかかるというところがあって、

そのままの状況で使えるというのか、使うということについては、そういうふうに使われ

る方が、そういうふうに判断されれば、そう使えるんでしょうけれども、なかなか、そう

いう家は少ないというふうに思っております。 

    21 年度の調査でも危険家屋かどうかの具体的な調査は、当然、行っておりません。外観

上による判断で、大規模な修理が必要な家屋。また、多少と言っても、どこの部分という

ことはわかりませんけれども、当然、大部分が多少の修理が必要な家屋というふうに判断

をして分けております。修理不用の家屋というふうにも分けておりますけれども、これに

ついても、先ほど申しましたように、全くそのまま直ぐ、その状態で使おうと思えば使え

るけれどもということでは、そういうぐらいな判断で考えております。 
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    そういう中で、大幅な修理が必要な家屋は 242 戸。多少の修理が必要な家屋を 225 戸。

修理不用といって、直ぐにでも使えるのではないかというのを 102 戸というふうに判断を

したところであります。 

    空き家で利活用できる家屋ということは、そういう意味では 102 戸ぐらいは、100 戸以

上はあるということでありまして、その中で未調査は 59 戸。調査した 43 戸のうち、個人

情報ということもありまして、所有者不明が、その中でも 15 戸あり、現在、そういうこ

とで、所有者の意向調査が終わっているのは 28 戸ということになっております。 

    その中で、所有者の方が年に数回帰省するなどの別荘のような状態で利用されているの

が５戸。売買や賃貸による利活用の希望をされている方が 11 戸ありました。11 戸のうち、

活用は希望するけれども、登記やとか、相続の何らか問題が、当然あるわけで、そういう

かなり難しい問題があるのが６戸。利活用を希望しないというのが 12 戸というふうにな

っております。 

    空き家のうち、利活用を希望される家屋はあるものの、修繕に要する経費が高額になっ

たり、上下水道の設備が整っていない家屋が多くありまして、空き家バンクに登録され、

問い合せはあるものの実際の活用に至らないケースが多くこれまでにもあります。 

    修復を必要とせず、利活用が可能な家屋であっても、先ほど申しましたように、所有者

が年に数回帰省しているので、空き家としての所有者の認識はないというふうな家。 

    また、売買等を希望はするものの、高齢者の両親が健在なので、その間はできない。こ

れは、そこに住まわれてなくても、その家に対する思い、そういう方が、まだ親がいらっ

しゃる間は、管理をして自分の所有者が管理をされているということだというふうに思い

ます。 

    それから、当然、その中には、お仏壇等の家財道具があります。そういう処分をするこ

と自体が、なかなかこれも、お寺にお願いしたり、いろいろと経費もかかるということで、

そのままになっていて、ほかの人にお貸しするのはなかなかできないというような状況が

あります。 

    それから、家屋だけでなく、当然、その周りには田畑や山林も一緒にありまして、そう

いう家屋の問題だけではなくって、現在の、こういう家の廃屋になったり、住まわれなく

なった状況は、それまで管理をされていた田畑、山林、そういう財産ですね、そういう不

動産、財産の取り扱い処分、こういうことを一緒に考えたいというふうに思われている方

が非常に多いわけです。そういう思いで、一緒に売買をしたいというふうに思われますけ

れども、なかなか、そういう田畑や山林というものが希望者がいないということ、そうい

うことから、利活用に至らないケースが聞き取り調査の結果として判明をいたしておりま

す。 

    これは、聞き取り調査もして、幾つかの意向調査の中でしているわけですけれども、現

在の状況を判断すれば、そういうことが推測も当然されるわけであります。 

    空き家の所有者の多くは町外に出ておられる方であり、危険家屋の除却や利活用につい

ての理解がなかなか、これも得られないのが現実でございます。 

    今後も増え続けることが推測をされる空き家問題については、特別措置法が施行され、

今までよりは対応しやすくなったとはいえ、余りにも件数が多いことから、代執行等によ

る除却費用負担の回収問題、安易なリフォーム補助による財政圧迫等が推測されることか

ら、非常に重要な課題で、問題であると認識もしておりますけれども、午前中のご質問に

もお答えしましたように十分研究して慎重に進めていかなければならないというふうに考

えております。 

    何よりも空き家問題については所有者が社会的責任を果たしていただくことが大事であ

り、町としては補助金制度を制度化することを第一優先とするのではなく、社会的責任、
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社会倫理を理解いただく啓蒙、啓発を指導することも町として大事なことではないかとい

うふうに考えております。 

    今後も、今年度実施する地域創生先行型交付金事業の中で滞在型田舎体験事業を活用し

ながら、自治会・地域・個人の皆様のご協力をいただき、空き家問題、また、この空き家

の利活用、定住促進にも取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうぞご理解のほ

ど、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

    以上、ご質問に対するこの場での答弁とさせていただきます。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    ありがとうございます。 

    午前中の質問と重なるところについては、この際は、ちょっと省略をしまして、空き家

の利活用というところに限って、再質問していきたいと思います。 

    空き家の定義の問題が、まずあると思います。空き家というのを、どんなふうに定義づ

けるかということと、所有者の方の思いは危険廃屋ではなくて、使える空き家ですけども、

例えば、町長言われるように、仏壇があるとか、お盆、法事どうするとか。それから、我々

聞くのは、やっぱり世間体というのも、ちょっとあったりします。 

    で、行政がじゃあできることはという利活用というところでいきますと、空き家バンク

というのが、実はあると思います。これは、ほとんどの市町が取り組んでしているわけで

すけれども、登録の状況。それから、わかれば成約、どう成約に至ったのかと、わかれば

教えていただきたい。 

 

〔商工観光課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、商工観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  今、佐用町で空き家バンクのほうに登録をしているのは、表で

見ていただければわかりますが、44 件あります。そのうち、15 件は成約済みになってお

ります。残りは、今、29 件あって、それについての問い合わせもあります。 

    内容につきましては、空き家バンクを見られた方、それから、佐用町に移住をしたいん

だけれども、何かありますかという電話等の対応、問い合わせがあった分について、職員

のほうで聞き取り。それから、佐用のほうに来ていただきまして、所有者の方と、そこで

立会いをする。そこまでは、町のほうで縁結びみたいな格好でさせていただいて、あとは

持っておられる方と移住をされたい方のお話しという格好で話を進めていっていただいて

おります。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    成約件数。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  契約は 15 件です。 
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４番（廣利一志君）    15 件。はい、すいません。 

    富士通総研というところのレポートを参考にしながらなんですけれども、結局、普段か

らの情報更新というのが、空き家バンクの場合、大事だし、結局、所有権の問題がありま

すので、行政がどこまで入れるのかという問題があるんですけれども、実際にやっぱり成

果上げている自治体がありますので、その情報更新を頻繁にしていくというところについ

ては、何か具体策というのはありますでしょうか。 

 

〔商工観光課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、商工観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  21 年に調査をしております、空き家の調査をしておる数字があ

ります。それに基づきまして、これは自治会ごとに空き家を調査していただいております。

その分で残っているところにつきまして、自治会ごとに職員のほうが入っていって、その

空き家について所有者の方とご相談をさせて、連絡をとらせていただいて、ご相談をさせ

ていただいて空き家バンクに載せてもいいですかというお話をさせていただいております。 

    ですので、現状ですと、いっぺんに多くの物を処理してバンクに載せるというのは、今

のところは、ちょっと難しい状況であります。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    物件情報、新規の分も含めて、それから更新をしていくというとこ

ろが、これは、先ほどの富士通総研のレポートによりますと、不動産業者からの情報、そ

れから、今後、予測される空き家についての実態調査。それで、所有者への問い合わせと。 

    それから、地域での協力員との連携。これは、いろんな方が想定されますけれども、自

治会長だったり地域づくり協議会とか、そういうふうなところ、そういうふうな形で、頻

繁にやっぱり情報を更新していく、新規を登録をしていくいうふうな形が必要なのではな

いかな。実際に、それで成果を上げているというところが、実はあるということなので、

それはいかがでしょう。そういうところがあるということについては、承知をされてます

か。 

 

〔商工観光課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、商工観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  そういう格好で、協力員等からの情報を得るということについ

ては、申し訳ございませんが、私のほうは承知しておりませんでした。 

    ただ、午前中の一般質問の中におきまして、調査が必要ではないかというお話がありま

した。それにつきましては、特定空き家というのでありましたけれども、空き家問題につ

きましては、この利活用も含めて多くの、いろんな角度からの空き家の調査が必要なのか

なという気もしております。 

    ですので、地域の方との協力を得て、特定空き家の調査もそうですし、利活用できる空
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き家の数字も必要かなということを思う次第です。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    全国的に成功したところというのは、県内も例えば、篠山市とか、

それから神河町とか成功しているところがありますけれども、全国的に見ると、幾つか先

ほどの総研のレポートによりますとありまして、長野県の佐久市、それから大分県の竹田

市、それから島根県の江津市というところがあります。 

    実績で言いますと、例えば、長野県の佐久市は、2008 年からで、ここは農村回帰宣言と

いうのをやりまして、250 件の成約というふうな形があったり、あるいは、島根県の江津

市ですけれども、ここは、行政というかＮＰＯが共同でやるということで、Ｕターン、Ｉ

ターンの方と地元の人の交流というのをやりながら、ＮＰＯがてごねっと石見というのが

あるんですけれども、2006 年から 2012 年で空き家の活用 79 件、移住者が 194 人という

実績。 

    それから、竹田市については、これは最近、マスコミでも盛んに取り上げられますし、

移住したいところというところにランクインを毎年のようにするという形なんですけれど

も、ここは若干違います。佐久市の場合と江津市の場合と違いまして、積極的に情報収集

をして、関与をする、更新をしていくというところはそうなんですけれども、市の職員が

対応すると。その移住希望者に対して、問い合わせについても。夜でも土日でも対応して

いるというところがあるんですけれどもね。 

    ３つは、ちょっと違いますけれども、実は、やっぱり空き家バンクの登録やっていると

ころは、ほとんどのところがやっているんですけれども、実は、先ほど言いました情報の

更新を頻繁にやることと、例えば、ＮＰＯと共同することによって成功していると。 

    それから、竹田市の場合は、ちょっと特異ですけれども、市職員が、そういう形で対応

しているということなんですけれども、それは、例えば、参考になるでしょうか。 

 

〔商工観光課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、商工観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  そういうふうな格好で空き家対応されていることにつきまして

は、いろいろ情報いただきましてありがとうございます。参考にはさせていただきたいと

思います。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    すいません。その定住対策室の体制強化、結局、調査とかいうこと、

対応が、先ほどのような形で実際、今度、佐用でできるのかどうかという問題があります

けれども、そのところについては、実際には、空き家のほうに目を向けるというところが

できないのではないかなというふうに思うんですが、いかがですか。 
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〔商工観光課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、商工観光課長。 

 

商工観光課長（高見寛治君）  空き家の対応のほうもやっております。職員は、自治会単位で

空き家の調査したものがありますので、それを見ながら行けるところに行って、その空き

家の対応をして、バンクに載せられるものはバンクに載せていくというふうな格好の対応

はしております。 

 

〔廣利君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、廣利一志議員。 

 

４番（廣利一志君）    危険廃屋の問題、これから実態調査という形にもなりますし、危険

廃屋になる前に利活用というところについては、そういう先進事例がありますので、この

佐用町でも、そういう形で参考にしながら空き家の問題、危険廃屋になる前に使っていく

という形を、これは役場だけとかという問題ではないと思いますので、協議ができればな

と、考えることができればなというふうに思いますので、今後とも、どうぞよろしくお願

いします。 

    以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（西岡 正君）    廣利一志議員の発言は終わりました。 

    これで、通告による一般質問は終了いたしました。 

    以上もちまして、本日の日程は終了いたしました。 

    お諮りします。議事の都合により明日６月 12 日から 15 日まで本会議を休会したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

    次の本会議は来る、６月 16 日、火曜日、午前９時 30 分より再開します。 

    それでは、本日はこれにて散会いたします。どうもご御苦労さんでした。 

 

 

午後０２時１３分 散会 

 


